
Title スターリンの日本人送還政策と日本の冷戦への道(三・完)
Sub Title Stalin's policy for the repatriation of the Japanese internees and

Japan's road to the cold war (3)
Author 横手, 慎二(Yokote, Shinji)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
2009

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.82, No.11 (2009. 11) ,p.1- 35 

JaLC DOI
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-20091128-0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


ス
タ
ー
リ
ン
の
日
本
人
送
還
政
策
と
日
本
の
冷
戦
へ

（
三
・
・
完
）

の
道

横

手

｛実

スターリンの日本人送還政策と日本の冷戦への道（三・完）

五
送
還
の
中
断
と
そ
の
背
景
（
一
）

六
送
還
の
中
断
と
そ
の
背
景
（
二
）

七
米
ソ
対
立
の
中
の
抑
留
問
題
・

八
未
帰
還
者
を
め
ぐ
る
攻
防

九
戦
後
日
本
の
対
ソ
政
策
の
確
立

結

語

は
じ
め
に

一
ソ
連
支
配
地
域
の
日
本
人
救
済
問
題

二
本
国
送
還
を
め
ぐ
る
交
渉

三
送
還
協
定
の
成
立

四
送
還
開
始
と
冷
戦
の
波
及

（
以
上
八
二
巻
十
号
）

（
以
上
本
号
）

（
以
上
八
二
巻
九
号
）

}¥ 

未
帰
還
者
を
め
ぐ
る
攻
防

一
九
四
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
米
ソ
対
立
が
ま
す
ま
す
深
刻
化
し
、
中
国
大
陸
で
は
中
国
共
産
党
が
急
激
に
支
配
地
域
を
拡
大

し
た
。
こ
う
し
た
国
際
情
勢
と
連
動
す
る
よ
う
に
、
日
本
国
内
で
は
一
月
二
三
日
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
選
挙
に
お
い
て
民
主
自
由
党

が
二
六
四
議
席
と
い
う
絶
対
的
多
数
を
確
保
し
た
半
面
、
共
産
党
が
前
回
の
四
議
席
か
ら
九
倍
近
く
議
席
を
増
大
さ
せ
た
。
以
上
の

ご
と
き
状
況
は
、
共
産
党
批
判
に
繋
が
る
抑
留
問
題
を
一
段
と
尖
鋭
な
政
治
的
争
点
と
し
た
。
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こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
三
月
一
七
日
に

G
H
Qの
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
は
同
日
付
で
対
日
理
事
会
ソ
連
代
表
部
に
書
簡
を

送
り
、
日
本
人
抑
留
者
の
送
還
の
再
開
時
期
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
と
発
表
し
た
。
そ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
マ
ッ
カ

l
サ
l
は
こ

の
書
簡
の
中
で
今
冬
は
例
年
に
な
く
暖
か
い
の
で
、
昨
年
よ
り
も
早
く
抑
留
日
本
人
の
輸
送
が
再
開
で
き
る
は
ず
だ
と
指
摘
し
た
。

こ
の
事
実
を
伝
え
た
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
は
、
ソ
連
政
府
は
こ
れ
ま
で
毎
月
五
万
人
を
送
還
す
る
と
い
う
規
定
を
守
っ
て
お
ら
ず
、
現

（

1
）
 

在
ま
で
平
均
し
て
月
三
万
四
千
人
余
り
し
か
送
還
し
て
い
な
い
と
す
る
非
難
の
言
葉
を
付
け
加
え
た
。

2 

こ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
四
月
四
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
、
吉
田
首
相
は
経
済
再
建
の
課
題

を
説
明
し
た
後
に
、
特
に
「
海
外
同
胞
」
の
引
き
揚
げ
問
題
を
取
り
上
げ
、
「
い
ま
だ
な
お
四
十
余
万
の
同
胞
が
、
厳
寒
の
地
に
四

（

2
）
 

た
び
越
冬
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
お
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
遺
憾
な
こ
と
」
で
あ
る
と
発
言
し
た
。
そ
こ
に
は
、
抑
留
さ
れ
て
い
る

日
本
人
の
送
還
を
ソ
連
側
に
懇
請
す
る
と
い
う
姿
勢
は
な
か
っ
た
。
吉
田
は
戦
勝
国
と
被
占
領
国
の
関
係
を
こ
と
さ
ら
に
無
視
し
て
、

あ
た
か
も
義
務
不
履
行
の
問
題
で
あ
る
か
の
如
き
言
い
回
し
で
遺
憾
の
意
を
表
し
た
の
で
あ
る
。

ソ
連
批
判
の
行
動
は
さ
ら
に
続
き
、
二
五
日
に
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
、
対
日
理
事
会
代
表
代
理
シ
l
ボ
ル
ト
が
ソ
連
代
表
デ
レ
ヴ

ヤ
ン
コ
に
同
日
付
で
書
簡
を
送
り
、
こ
れ
ま
で
ソ
連
当
局
が
秘
匿
し
て
き
た
「
日
本
人
捕
虜
の
死
亡
、
失
院
、
及
び
重
大
な
病
気
の

（

3
）
 

記
録
に
つ
い
て
の
適
切
な
情
報
」
を
最
高
司
令
官
に
提
供
す
る
よ
う
求
め
た
と
発
表
し
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
送
還
が
再
開
さ
れ

れ
ば
一
九
四
九
年
中
に
完
了
す
る
と
予
測
さ
れ
る
中
で
、
ソ
連
側
が
言
及
を
拒
ん
で
き
た
問
題
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

翌
二
六
日
に
衆
議
院
は
、
「
海
外
同
胞
引
揚
促
進
並
び
に
引
揚
者
援
護
に
関
す
る
決
議
」
を
採
択
し
た
。
決
議
文
に
は
「
ソ
連
」

と
い
う
言
葉
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
趣
旨
説
明
に
立
っ
た
中
山
マ
サ
議
員
は
「
シ
ベ
リ
ヤ
方
面
三
十
二
万
四
千
五
百

余
名
、
樺
太
・
千
島
方
面
八
万
四
千
名
、
満
州
方
面
六
万
名
」
の
人
々
が
今
も
な
お
「
抑
留
生
活
を
続
け
て
い
る
」
と
発
言
し
、

（

4
）
 

連
に
抑
留
さ
れ
て
い
る
人
々
の
帰
還
促
進
が
こ
の
決
議
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ソ

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
た
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
は
、
「
共
産
主
義
者
は
自
分
た
ち
を
西
欧
の
「
植
民
的
野
望
』
と
戦



の
擁
護
者
だ
と
描
い
て
い
る
が
、
当
地
で
は
ソ
連
は
シ
ベ
リ
ア
の
監
獄
に
お
け
る
日
本
人
の
高
い
死
亡
率
が

暴
か
れ
る
の
を
嫌
っ
て
、
一
貫
し
て
日
本
人
捕
虜
の
本
国
送
還
を
遅
ら
せ
て
き
た
と
い
う
確
信
が
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
」
と
書

（

5
）
 

い
た
。
記
事
を
書
い
た
ア
メ
リ
カ
人
記
者
は
、
確
か
に
日
本
国
民
が
抱
い
て
い
た
ソ
連
に
対
す
る
不
信
感
を
捉
え
て
い
た
。
抑
留
者

の
中
に
多
数
の
死
者
が
出
て
い
る
と
い
う
噂
は
、
既
に
日
本
国
内
に
広
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

う
『
ア
ジ
ア
の
自
由
』

シ
l
ボ
ル
ト
は
四
月
二
五
日
の
要
求
が
一
過
的
で
な
い
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、
五
月
三
日
に
デ
レ
ヴ
ャ
ン
コ
を
訪
問
し
、
上
記
の

（

6
）
 

ご
と
き
日
本
人
捕
虜
に
関
す
る
情
報
を
出
す
よ
う
迫
っ
た
。
彼
は
こ
の
問
題
で
ソ
連
を
追
い
詰
め
る
こ
と
を
自
己
の
任
務
と
み
な
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

スターリンの日本人送還政策と日本の冷戦への道（三・完）

ア
メ
リ
カ
と
日
本
か
ら
こ
う
し
た
働
き
か
け
を
受
け
て
い
た
は
ず
の
ソ
連
指
導
部
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
日
本
の
事

情
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
。
カ
タ
ソ
ノ
ワ
が
紹
介
す
る
ロ
シ
ア
外
務
省
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
九
年
一
月
一
日
に
、
モ
ロ
ト

フ
外
相
は
グ
ロ
ム
イ
コ
次
官
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
が
提
起
し
て
い
る
冬
季
の
日
本
人
の
本
国
送
還
の
問
題
を
検
討
す
る
必
要
は
な
い
と

す
る
メ
モ
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
そ
の
メ
モ
に
は
、
ソ
連
の
省
庁
が
ま
だ
日
本
人
抑
留
者
を
労
働
力
と
し
て
利
用
し
た
が
っ
て
い
る

こ
と
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
「
ア
メ
リ
カ
の
在
日
司
令
部
と
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
が
最
近
は
日
本
人
の
ソ
連
に
よ
る
本
国
送
還
の
問
題
を

し
か
し
、

提
起
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
我
々
は
こ
の
問
題
に
関
し
何
ら
か
の
緊
急
の
措
置
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
述
べ
ら
れ

（

7
）
 

て
い
た
。
グ
ロ
ム
イ
コ
本
人
が
日
本
の
世
論
を
軽
視
し
て
こ
の
よ
う
な
文
書
を
作
成
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
在
日
ソ
連
代
表
部

が
日
本
人
抑
留
者
の
早
期
送
還
を
求
め
る
動
き
を
本
省
に
報
告
し
て
も
無
駄
だ
と
考
え
て
、
ま
と
も
な
報
告
を
モ
ス
ク
ワ
に
送
っ
て

い
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
う
し
た
メ
モ
が
作
成
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

一
九
四
九
年
初
頭
の
時
点
で
ソ
連

指
導
部
は
、
抑
留
問
題
が
日
本
国
民
の
中
に
惹
起
し
て
い
た
反
ソ
感
情
の
高
ま
り
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

問
題
は
歴
史
的
事
実
に
限
ら
れ
な
い
。
カ
タ
ソ
ノ
ワ
は
以
上
の
ご
と
き
グ
ロ
ム
イ
コ
の
メ
モ
を
紹
介
し
た
後
に
、
「
実
際
に
ア
メ

リ
カ
人
は
長
い
休
止
期
間
を
と
っ
た
。
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
航
行
が
止
ま
っ
て
い
た
全
期
間
に
わ
た
っ
て
い
た
」
と
説
明
し
て
い
る
の
で

3 
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あ
る
。
彼
女
は
、
ア
メ
リ
カ
側
は
四
月
二
五
日
付
の
シ
l
ボ
ル
ト
書
簡
を
届
け
る
ま
で
、
ソ
連
側
に
何
の
問
い
合
わ
せ
も
し
な
か
っ

（

8
）
 

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
年
は
三
月
に
輸
送
再
開
の
期
日
を
質
し
た
総
司
令
部
が
本
年
に
限
っ
て
何
も
せ
ず
に
時
期
を
過

ア
メ
リ
カ
の
陰
謀
を
示
唆
す
る
よ
う
な
解
釈
で
、
理
解
で
き
な
い
。
上
記
の
三
月
一
七
日
付
の
マ
ッ
カ
l
サ

4 

ご
し
た
と
い
う
の
は
、

ー
書
簡
が
ロ
シ
ア
外
務
省
に
保
管
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
の
ス
タ
ー
リ
ン
指
導
部
に
と
っ
て
日
本
は
さ
し
て
時
間
を
割
く
こ
と
が
で
き
る
対
象
で
は
な
か
っ
た
。

ソ
連
外
交
文
書
を
広
く
利
用
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
二
人
の
ロ
シ
ア
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
三
月
の
モ
ロ
ト
フ
外
相
の
更
迭
と
ヴ
イ

シ
ン
ス
キ
l
次
官
の
外
相
任
命
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
方
面
に
お
け
る
北
大
西
洋
条
約
（
N
A
T
O
）
の
成
立
を
受
け
た
ソ
連
側
の
最
終

的
な
政
策
転
換
を
意
味
し
た
。
「
モ
ロ
ト
フ
の
姿
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
欠
陥
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
側
世
論
の
中
で
は
明
白
に
第
二

（

9
）
 

次
大
戦
期
の
協
力
を
具
現
化
し
て
い
た
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
た
め
に
、
ソ
連
の
安
全
保
障
に
直
接
影
響
を
与
え
る
こ

と
の
な
い
日
本
の
問
題
は
後
回
し
に
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

既
に
二
月
末
に
ソ
連
内
務
省
捕
虜
・
抑
留
者
総
局
第
一
局
に
お
い
て
聞
か
れ
た
会
議
に
お
い
て
、
報
告
に
立
っ
た
労
働
利
用
課
長

一
九
四
九
年
に
は
捕
虜
送
還
が
基
本
的
に
終
了
す
る
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
同
年
の
課
題
を
論
じ
て
い
た
。
日
本

（日）

人
も
こ
の
計
画
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ソ
連
指
導
部
は
二
月
末
ま
で
は
送
還
作
業
を
同
年
中
に
基
本
的
に
終
了
す
る
予

（日）

定
だ
と
関
連
機
関
に
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
連
側
は
五
月
に
入
っ
て
も
日
本
人
抑
留
者
の
輸
送
再
開
に
つ

チ
ェ
ル
ノ
フ
は
、

ス
タ
ー
リ
ン
指
導
部
は
、
外
交
政
策
の
転
換
に
伴
う
人
事
異
動
の
最
中
に
前
述
の
四
月
二
五
日
付
シ
l
ボ

ル
ト
書
簡
を
受
け
取
り
、
日
本
人
抑
留
者
の
送
還
を
発
表
す
る
時
期
を
失
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
選
ん
だ

い
て
発
表
し
な
か
っ
た
。

の
は
強
行
突
破
策
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
行
動
で
あ
っ
た
。

一
九
四
九
年
春
の
送
還
作
業
再
開
の
期
日
を
知
ら
せ
な
い
ま
ま
に
、

五
月
二

O
日
付
の

『
プ
ラ
ウ
ダ
』
に
以
下
の
ご
と
き
タ
ス
報
道
を
掲
載
し
た
の
で
あ
る
。

「
対
日
理
事
会
ソ
連
代
表
宛
て
に
届
い
た
日
本
人
捕
虜
の
ソ
連
領
か
ら
の
送
還
事
業
の
終
了
時
期
に
つ
い
て
の
質
問
を
考
慮
し
、
ソ
連
閤



僚
会
議
捕
虜
担
当
全
権
局
は
以
下
の
ご
と
き
通
知
を
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

捕
虜
と
な
っ
た
日
本
軍
将
兵
五
九
万
四

0
0
0人
の
う
ち
、
七
万
八
八
O
人
は
一
九
四
五
年
に
戦
闘
地
域
で
直
接
に
釈
放
さ
れ
た
。
四
一

万
八
一
六
六
人
が
一
九
四
六
年
二
一
月
一
日
か
ら
今
日
ま
で
に
日
本
に
送
還
さ
れ
た
。
一
九
四
九
年
五
月
か
ら
一
一
月
ま
で
の
期
間
に
、
戦

犯
容
疑
で
現
在
取
り
調
べ
が
な
さ
れ
て
い
る
若
干
の
集
団
を
除
き
、
残
り
の
九
万
五

0
0
0人
の
全
捕
虜
が
本
国
に
送
還
さ
れ
る
。

日
本
人
捕
虜
と
民
間
人
の
本
国
送
還
の
た
め
に
ソ
連
政
府
が
負
担
し
た
費
用
は
、
対
日
理
事
会
ソ
連
代
表
と
マ
ッ
カ
l
サ
l
将
軍
の
司
令

（ロ）

部
の
間
で
一
九
四
六
年
二
一
月
一
九
日
に
締
結
さ
れ
た
送
還
協
定
に
従
っ
て
、
日
本
政
府
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

こ
こ
で
計
算
の
基
数
と
さ
れ
て
い
る
五
九
万
四

0
0
0人
と
い
う
人
数
は
、
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一
九
四
五
年
九
月
二
一
日
付
の
『
プ
ラ
ウ
ダ
』
に
発

表
し
た
拘
留
日
本
人
将
兵
の
数
で
あ
ろ
う
。
今
度
の
発
表
で
は
、
そ
の
全
員
を
ソ
連
に
連
行
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
場
で
釈
放
し

た
者
を
除
く
五
二
万
三

0
0
0人
余
り
を
連
行
し
た
と
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
う
ち
四
一
万
八
一
六
六
人
は
既
に
日
本
に
送
還
し
た
の

一
九
四
九
年
の
時
点
で
ソ
連
国
内
に
残
留
し
て
い
る
の
は
一
九
四
九
年
中
に
日
本
に
送
還
さ
れ
る
予
定
の
九
万
五

0
0
0人
と
、

引
き
続
き
残
す
予
定
の
戦
犯
容
疑
者
を
併
せ
た
一

O
万
五

0
0
0人
ほ
ど
の
人
数
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
こ
こ
に
は
軍
人
・
軍
属
以
外
の
抑
留
日
本
人
に
つ
い
て
何
も
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
抑
留
中
に
死
亡
し
た
日
本
人
に

で、つ
い
て
も
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

当
然
な
が
ら
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
発
表
の
仕
方
と
内
容
の
双
方
で
、
日
本
政
府
と
日
本
国
民
を
困
惑
さ
せ
た
。
す
ぐ
に
注
目
さ
れ

た
の
は
、
ソ
連
報
道
で
示
さ
れ
た
残
留
日
本
人
数
が
こ
れ
ま
で
日
本
国
内
で
繰
り
返
し
報
道
さ
れ
て
き
た
人
数
と
大
き
く
食
い
違
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
総
司
令
部
と
日
本
政
府
が
ソ
連
残
留
日
本
人
数
と
し
て
発
表
し
て
い
た
人
数
は
、
先
に
引
用
し

た
中
山
マ
サ
衆
議
院
海
外
同
胞
引
揚
特
別
委
員
会
委
員
長
の
発
言
に
あ
る
「
シ
ベ
リ
ヤ
方
面
三
十
二
万
四
千
五
百
余
名
、
樺
太
・
千

（臼）

島
方
面
八
万
四
千
名
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
日
本
人
捕
虜
」
と
一
般
邦
人
を
含
む
人
数
で
あ
る
か
ら
、
ソ

連
側
の
報
道
が
一
般
邦
人
を
含
め
た
も
の
だ
と
解
釈
す
れ
ば
、
三

O
万
三
五

O
O人
余
り
の
差
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
上
記
の
如

5 
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く
一
九
四
五
年
九
月
二
一
日
発
表
の
「
日
本
人
捕
虜
」
の
人
数
だ
け
を
対
象
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
中
山
委
員
長
の
発
言
中
の

「
シ
ベ
リ
ヤ
方
面
三
十
二
万
四
千
五
百
余
名
」
が
ほ
ぼ
そ
れ
に
対
応
す
る
の
で
、
今
回
の
ソ
連
側
の
発
表
は
そ
れ
よ
り
二
二
万
人
近

く
少
な
い
こ
と
に
な
る
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
人
数
の
違
い
が
以
後
日
本
国
内
で
論
議
の
的
と
な
っ
た
。

ま
ず
一
二
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
は
、
ソ
連
側
が
発
表
し
た
数
字
に
つ
い
て
外
務
省
倭
島
委
員
（
管
理
局
長
）
が
意
見
を
求

（

M
）
 

め
ら
れ
た
。
彼
は
タ
ス
報
道
の
数
字
に
つ
い
て
は
コ
メ
ン
ト
を
控
え
た
い
と
答
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。
ソ
連
代
表
部
に
お
い
て
同
日

（日）

午
後
に
記
者
会
見
に
応
じ
た
グ
リ
ン
キ
ン
も
、
ソ
連
側
は
「
最
高
総
司
令
官
や
日
本
の
統
計
に
責
任
は
な
い
」
と
応
じ
た
。
双
方
と

も
、
突
如
示
さ
れ
た
報
道
に
対
処
す
る
用
意
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
社
会
の
関
心
は
き
わ
め
て
高
く
、
こ
う
し
た
発
言

で
沈
静
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
翌
二
二
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
は
、
緊
急
質
問
に
た
っ
た
中
山
マ
サ
議
員
が
総
司
令
部
の
発
表
し

て
き
た
残
留
日
本
人
数
の
基
礎
と
し
て
あ
る
「
シ
ベ
リ
ヤ
地
区
引
揚
対
象
基
本
数
」
七
O
万
人
と
い
う
数
字
に
つ
い
て
、
ま
た
ソ
連

側
の
発
表
に
死
亡
者
数
が
な
い
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
求
め
た
。
こ
れ
に
吉
田
の
代
理
を
務
め
た
林
譲
治
大
臣
は

（日）

「
従
来
の
発
表
の
通
り
約
四
O
万
人
の
数
が
正
し
い
も
の
と
考
え
て
お
る
」
と
答
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。
二
三
日
の
参
議
院
本
会
議

6 

で
も
、
タ
ス
報
道
の
五
九
万
四
0
0
0人
と
い
う
数
字
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
質
す
緊
急
質
問
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
で
も
政
府
側

（口）

に
は
答
え
る
用
意
が
な
か
っ
た
。
中
山
議
員
の
質
問
で
示
さ
れ
た
七

O
万
人
と
い
う
数
字
は
一
九
四
五
年
八
月
の
ソ
連
参
戦
時
の
日

（同）

本
軍
在
満
兵
力
を
意
味
し
、
総
司
令
部
と
日
本
政
府
は
こ
れ
を
基
数
と
し
て
残
留
日
本
軍
将
兵
数
を
算
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
質
問
は
ソ
連
側
ば
か
り
か
日
本
政
府
に
対
し
て
も
、
発
表
の
数
字
の
根
拠
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。

外
務
省
倭
島
管
理
局
長
は
こ
う
し
た
展
開
に
不
安
を
抱
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
二
六
日
に
『
読
売
新
聞
』
の
取
材
に
答
え

る
形
で
、
「
日
本
政
府
の
数
字
は
武
装
解
除
さ
れ
た
部
隊
の
軍
編
成
表
に
も
と
づ
き
戦
闘
中
に
死
亡
し
た
も
の
を
控
除
し
現
地
徴
集

（四）

さ
れ
た
も
の
を
加
え
た
も
の
」
で
、
信
頼
で
き
る
数
字
だ
と
主
張
し
た
。
し
か
し
こ
の
発
言
は
、
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
彼

が
取
っ
た
ソ
連
側
発
表
に
コ
メ
ン
ト
し
な
い
と
す
る
答
弁
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
国
会
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に



な
っ
た
。
批
判
の
中
心
勢
力
は
日
本
共
産
党
で
あ
っ
た
。
同
党
議
員
は
ソ
連
側
発
表
の
数
字
が
正
し
い
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い

た
の
で
、
外
務
省
が
日
本
政
府
発
表
の
数
字
の
方
が
信
頼
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
示
せ
と
迫
っ
た
の
で
あ
る
。

中
で
も
横
田
甚
太
郎
議
員
は
、
「
重
光
さ
ん
が
一
九
四
五
年
九
月
に
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
お
出
し
に
な
っ
た
引
揚
げ
に
関
す
る
覚
書

が
あ
る
は
ず
で
す
。
こ
の
全
文
を
発
表
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
さ
ら
に
G
H
Q
の
基
礎
に
な
っ
た
と
こ
ろ
の
日
本
政
府
の
数
字
を
発

表
し
て
も
ら
い
た
い
。
こ
れ
は
部
内
用
と
発
表
用
と
二
つ
あ
る
は
ず
で
す
か
ら
、
二
通
と
も
出
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
政
府
側
に
迫

（却）
っ
た
。
こ
こ
に
あ
る
重
光
の
覚
書
は
総
司
令
部
と
日
本
政
府
の
発
表
に
疑
念
を
抱
く
勢
力
か
ら
す
れ
ば
、
最
も
核
心
を
衝
く
基
礎
資

（幻）

料
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
日
本
政
府
は
暫
く
タ
ス
報
道
に
対
す
る
見
解
を
示
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
基
本
的
に
タ
ス
報
道
の
内
容
に

暖
昧
な
点
が
あ
ま
り
に
多
く
、
評
価
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
五
月
二
八
日
に
外
務
省
で
作
成
さ
れ
た
文

書
に
従
え
ば
、
理
解
で
き
な
い
点
は
以
下
の
ご
と
く
五
点
存
在
し
た
。
第
一
に
、
タ
ス
報
道
で
は
、
日
本
人
軍
人
・
軍
属
以
外
の
一

般
邦
人
に
つ
い
て
何
も
判
断
で
き
な
か
っ
た
。
第
二
に
、
地
域
的
に
見
て
、
発
表
は
シ
ベ
リ
ア
だ
け
を
対
象
と
す
る
数
字
と
理
解
す

べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外
の
地
域
を
も
含
む
も
の
と
理
解
す
べ
き
か
、
不
明
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
現
地
で
釈
放
さ
れ
た

者
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
第
四
に
、
既
帰
還
者
は
ソ
連
報
道
で
は
四
一
万
八
一
六
八
人
と
あ
る
が
、
日
本
側

で
集
計
し
た
人
数
は
こ
れ
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
日
本
側
調
査
で
は
、
シ
ベ
リ
ア
か
ら
帰
還
し
た
旧
軍
人
・
軍
属
数
は
一
二
六

万
七
五
五
六
人
で
あ
り
、
こ
れ
に
一
般
邦
人
を
加
え
て
も
三
七
万
五
四

O
七
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
シ
ベ
リ
ア
だ
け
で
は
な
く
、
樺

太
、
北
朝
鮮
、
大
連
を
加
え
た
「
ソ
連
地
区
」
か
ら
帰
還
し
た
旧
軍
人
・
軍
属
数
は
四
三
万
二
八
五
六
人
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、

帰
還
者
数
に
つ
い
て
双
方
の
資
料
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
五
に
、
ソ
連
側
の
発
表
は
抑
留
中
に
死
亡
し
た
者
に
つ

（辺）

い
て
何
も
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
。

以
上
の
ご
と
く
、
基
本
的
な
問
題
が
不
明
瞭
で
あ
っ
た
た
め
に
、
日
本
側
の
担
当
官
は
困
惑
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は

7 
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そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
政
府
と
総
司
令
部
の
間
で
は
、
こ
の
時
ま
で
に
ソ
連
人
抑
留
者
数
を
め
ぐ
っ
て
乳
際
が
生
じ
て

お
り
、
そ
の
こ
と
も
こ
の
時
の
日
本
政
府
の
対
応
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
外
務
省
の
担
当
者
の
残
し
た
文
書

に
よ
れ
ば
、
既
に
一
九
四
七
年
一

O
月
の
時
点
で
、
終
戦
連
絡
管
理
部
の
在
外
邦
人
課
長
は
総
司
令
部
G
3
本
国
送
還
課
員
。

3
・

E
m
E
8
2
2
Zロ
）
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
中
佐
に
、
日
本
側
調
査
の
数
字
を
示
し
て
口
頭
で
引
き
揚
げ
人
数
の
基
礎
に
な
る
数
字
の
訂

正
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
申
し
出
は
G
H
Q
の
数
字
が
正
し
い
と
す
る
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
に
相
手
に
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
、
総

司
令
部
は
日
本
側
担
当
者
に
、
「
総
司
令
部
数
字
と
日
本
数
字
が
違
っ
て
い
て
は
対
外
的
（
殊
に
対
ソ
関
係
で
）
に
面
白
く
な
い
か
ら
、

（お）

日
本
政
府
は
以
後
総
司
令
部
数
字
を
使
用
さ
れ
た
い
」
と
指
示
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
日
本
政
府
内
の
担
当
者
た

8 

一
九
四
九
年
五
月
の
ソ
連
報
道
の
数
字
を
不
誠
実
と
受
け
止
め
つ
つ
も
、
総
司
令
部
が
示
す
残
留
日
本
人
数
の
根
拠
に
つ
い

て
確
信
を
持
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
政
府
の
慎
重
な
対
応
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
に
も
影
響
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
は
、当

然
、
日
本
側
担
当
省
庁
の
事
務
官
た
ち
は
す
ぐ
に
対
応
を
協
議
す
る
た
め
に
意
見
交
換
を
開
始
し
た
。
五
月
二
一
日
朝
に
復
員

局
復
員
課
で
聞
か
れ
た
会
議
で
は
、
担
当
官
に
よ
っ
て
満
州
、
千
島
、
樺
太
、
北
朝
鮮
よ
り
ソ
連
に
連
行
さ
れ
た
軍
人
・
軍
属
数

（
当
時
は
「
入
「
ソ
』
人
員
」
と
呼
ば
れ
た
）
は
六
四
万
九
八
四
二
人
で
、
こ
れ
ま
で
に
日
本
に
送
還
さ
れ
た
人
数
は
三
九
万
二
ハ
四

八
人
（
ナ
ホ
ト
カ
よ
り
三
七
万
四
六
四
八
人
、
北
朝
鮮
及
び
満
州
よ
り
一
万
七
0
0
0
人
）
で
あ
る
と
す
る
数
字
が
示
さ
れ
た
。
こ
こ
で

は
さ
ら
に
未
帰
還
者
に
つ
い
て
、
そ
の
内
の
生
存
見
込
数
は
一
六
万
八
七
五
五
人
で
あ
る
と
い
う
推
定
も
示
さ
れ
て
い
た
。
言
、
つ
ま

で
も
な
く
、
日
本
側
担
当
者
は
タ
ス
報
道
の
人
数
は
終
戦
時
に
抑
留
さ
れ
た
軍
人
・
軍
属
を
指
し
て
い
る
と
想
定
し
、
そ
れ
に
対
応

す
る
日
本
側
の
数
字
を
検
討
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
引
揚
援
護
庁
長
官
室
に
お
い
て
同
庁
首
脳
と
関
係
省
庁
の
担
当
者
を
集
め
て
会
議
が
聞
か
れ
た
。
こ
こ
で
も
上
記
と
同

じ
点
が
注
目
さ
れ
、
復
員
課
長
が
三
月
末
現
在
の
本
籍
別
調
査
と
三
月
一
日
現
在
の
留
守
家
族
現
住
所
別
調
査
の
結
果
と
し
て
、
生

存
見
込
数
と
死
亡
見
込
数
を
発
表
し
た
。
同
課
長
に
よ
れ
ば
、
推
定
さ
れ
る
入
「
ソ
」
人
員
は
六

O
万
人
な
い
し
六
三
万
人
で
、
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「
生
存
見
込
数
は
死
亡
見
込
数
を
含
め
て
も
二

O
万
人
以
下
」
で
あ
り
、
総
司
令
部
発
表
の
数
字
は
過
大
に
す
ぎ
る
の
で
、
「
こ
の
際

修
正
を
要
望
し
た
ら
知
何
と
の
意
見
を
述
べ
た
」
。
こ
れ
に
援
護
庁
長
官
も
「
国
民
へ
の
対
策
よ
り
し
て
過
大
の
数
字
を
発
表
し
て

い
る
こ
と
は
具
合
が
悪
い
と
こ
れ
に
同
調
し
た
」
。
し
か
し
、
外
務
省
か
ら
の
参
加
者
（
山
川
事
務
官
）
が
「
ソ
連
側
発
表
数
字
に
多

く
の
疑
問
が
あ
る
現
在
、
発
表
数
字
の
変
更
は
慎
重
を
要
す
る
」
と
反
対
し
、
こ
れ
に
復
員
局
長
、
援
護
局
長
が
賛
成
し
た
た
め
、

（

M
）
 

発
表
数
字
は
こ
の
ま
ま
据
え
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。
明
ら
か
に
、
こ
の
時
点
で
既
に
日
本
政
府
部
内
の
実
務
担
当
者
の
間
で
は
、
こ

れ
ま
で
の
総
司
令
部
の
発
表
数
字
が
過
大
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
優
勢
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
二
三
日
に
も
、
引
揚
援
護
庁
の
援
護
局
長
以
下
の
関
係
者
と
樺
太
庁
関
係
者
、
外
務
省
引
揚
渡
航
課
長
と
前
課
長
、
そ
の

他
の
事
務
官
を
集
め
た
会
議
が
も
た
れ
た
。
外
務
省
の
事
務
官
（
お
そ
ら
く
山
川
事
務
官
）
が
作
成
し
た
メ
モ
に
よ
れ
ば
、
復
員
局

は
総
司
令
部
の

G
2
（
諜
報
担
当
）
か
ら
「
本
日
中
に
決
定
的
数
字
の
提
出
」
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
日
の
会
議
で
も
、
ソ
連

に
連
行
さ
れ
た
人
数
は
六

O
万
人
か
ら
六
二
万
八

0
0
0
人
で
あ
る
と
推
定
す
る
見
解
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
復
員
局
の
側
は
こ

の
際
は
訂
正
し
た
数
字
を
総
司
令
部
に
提
出
し
た
い
と
の
意
向
を
示
し
た
が
、
外
務
省
の
側
は
、
現
時
点
で
の
「
数
字
の
修
正
は
外

交
的
に
面
白
か
ら
ず
」
と
す
る
意
見
を
表
明
し
た
た
め
、
結
論
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
続
い
て
二
五
日
に
も
、
外
務
省
管
理
局

会
議
室
に
は
省
庁
を
横
断
し
た
関
係
者
が
集
ま
っ
た
。
こ
こ
で
「
満
洲
、
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
動
態
表
」
な
る
文
書
が
作
成
さ
れ
、

や
が
て
復
員
局
か
ら
G
2
に
非
公
式
に
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
際
の
状
況
を
記
し
た
上
記
の
外
務
事
務
官
の
メ
モ
は
、
「
シ
ュ
ナ
イ
ダ

l
氏
は
、
本
統
計
に
関
し
、
『
終
戦
後
三
年
余
を
経
て
し
か
も
実
態
を
把
握
で
き
ぬ
と
は
怠
慢
で
、
こ
の
数
字
で
は
ソ
側
と
交
渉
で

（お）

き
な
い
』
と
強
い
不
満
の
意
を
表
明
し
た
趣
き
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
た
。
日
本
側
担
当
者
は
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
で
も
複
雑
な
思

い
を
味
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
も
日
本
の
実
務
担
当
者
の
間
で
は
意
見
の
対
立
が
続
い
た
。
外
務
省
は
対
ソ
政
策
、
及
ぴ
共
産
党
対
策
の
観
点
か
ら
「
ソ

連
発
表
数
字
に
つ
い
て
の
批
評
見
解
」
の
表
明
を
避
け
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
「
ソ
連
が
総
司
令
部
の
数
字
に
今
ま
で
訂

9 



正
方
を
申
入
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
明
ら
か
に
そ
の
落
ち
度
で
、
国
際
慣
習
か
ら
み
れ
ば
ソ
連
は
こ
れ
を
容
認
し
て
い
た
と
い
え

10 
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る
」
と
も
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
引
揚
援
護
庁
、
特
に
復
員
局
側
は
、
「
在
満
勢
力
即
入
ソ
兵
力
と
考
え
る
こ
と
は
甚
だ
危
険

で
、
そ
の
根
拠
は
薄
弱
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
、
「
留
守
家
族
が
数
字
の
聞
き
に
つ
い
て
多
く
の
疑
問
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の

（却）

際
彼
ら
を
納
得
さ
す
べ
き
措
置
を
考
え
た
方
が
よ
い
」
と
す
る
意
見
を
表
明
し
た
。

し
か
し
、
吉
田
は
こ
う
し
た
事
務
方
の
協
議
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
行
動
し
た
。
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
吉
田
は
マ
ッ
カ
l
サ
l

と
二
六
日
に
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
会
談
し
た
。
こ
こ
で
マ
ッ
カ
l
サ
l
は
、
ソ
連
側
の
発
表
し
た
九
万
五

0
0
0人
と
い
う
人
数

は
戦
闘
員
の
み
の
数
で
、
民
間
人
は
含
ん
で
い
な
い
と
し
つ
つ
、
「
戦
闘
員
及
び
民
間
人
を
含
め
て
四
十
万
人
以
上
の
日
本
人
が
ソ

（幻）

連
地
区
に
抑
留
さ
れ
て
い
る
と
す
る
吉
田
首
相
の
意
見
に
は
同
意
す
る
」
と
答
え
た
。
報
道
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
吉
田
は
こ
の
時

ま
で
に
事
務
方
が
提
示
し
て
い
た
疑
問
を
公
開
せ
ず
に
、
抑
留
問
題
を
扱
う
姿
勢
を
固
め
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
会
談
の
結
果
を
受
け
て
、
二
八
日
に
日
本
政
府
の
応
答
要
領
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
ソ
連
地
区
引
揚
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
五
月
二

O
日
の
ソ
連
発
表
に
つ
い
て
「
疑
問
の
点
が
多
く
国
民
一
般
が
心
配
し
て
い
る
現
状
に

（却）

鑑
み
五
月
二
四
日
政
府
は
総
司
令
部
に
対
し
事
態
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
措
置
を
と
ら
れ
た
き
旨
要
請
し
た
」
と
記
さ
れ
て
あ
っ
た
。

総
司
令
部
の
発
表
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
で
の
議
論
を
封
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
六
月
一
日
に
記
者
会
見
に
応

じ
た
吉
田
は
こ
の
方
針
に
即
し
て
、
「
我
々
は
在
外
機
関
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
総
司
令
部
に
聞
い
た
以
外
に
は
わ
か
ら
な
い
」
と

（却）

答
え
、
さ
ら
に
駐
日
ソ
連
代
表
部
は
詳
細
な
情
報
を
何
も
持
っ
て
い
な
い
と
言
明
し
た
。
後
者
の
断
定
は
、
被
占
領
国
の
首
相
の
発

言
と
は
思
え
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
同
日
に
、
総
司
令
部
は
何
も
コ
メ
ン
ト
を
付
さ
ず
に
、
引
き
揚
げ
対
象
の
日
本
人
は
満

州
が
六
万
三
二
一
人
、
サ
ハ
リ
ン
と
千
島
が
八
万
四
二
二
六
人
、
シ
ベ
リ
ア
が
三
二
万
四
五
九
三
人
で
、
総
計
四
六
万
九
O
四
一
人

（却）

で
あ
る
と
す
る
従
来
の
統
計
を
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
総
司
令
部
と
日
本
政
府
は
、
再
度
自
分
た
ち
の
示
す
数
字
が
正
し
く
、
ソ

連
側
の
発
表
は
信
ず
る
に
足
ら
な
い
と
日
本
国
民
に
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
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未
帰
還
者
問
題
に
対
す
る
総
司
令
部
の
対
応
は
、
以
後
も
強
硬
で
あ
っ
た
。
六
月
六
日
の
日
本
側
の
担
当
者
会
議
に
お
い
て
引
揚

援
護
庁
長
官
は
、
総
司
令
部
よ
り
「
日
本
政
府
は
数
字
の
喰
い
違
い
に
云
々
す
る
権
限
を
持
た
な
い
」
旨
を
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
と

（泊）

述
べ
た
。
ま
た
、
一
一
日
に
シ

l
ボ
ル
ト
の
不
在
中
に
代
理
を
務
め
る
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
は
、
対
日
理
事
会
ソ
連
代
表
部
の
デ
レ
ヴ
ャ

（担）

ン
コ
に
対
し
て
、
四
月
二
五
日
付
で
提
示
し
た
「
日
本
人
捕
虜
」
に
つ
い
て
の
個
別
情
報
を
提
出
す
る
よ
う
求
め
る
書
簡
を
送
っ
た
。

さ
ら
に
、
二
二
日
に
は
マ
ッ
カ

l
サ
l
自
身
が
、
都
庁
前
広
場
に
お
け
る
労
働
者
と
警
察
隊
の
衝
突
事
件
に
抗
議
す
る
デ
レ
ヴ
ャ
ン

コ
の
書
簡
に
応
え
る
形
で
、
ソ
連
側
は
日
本
人
労
働
者
の
権
利
を
擁
護
す
る
と
言
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
「
四

O
万
人
以
上
」
の
日

本
人
を
束
縛
し
て
本
国
に
返
さ
な
い
措
置
を
と
っ
て
い
る
と
非
難
し
、
そ
の
行
為
は
偽
善
そ
の
も
の
だ
と
す
る
痛
烈
な
コ
メ
ン
ト
を

（犯）

発
表
し
た
。

総
司
令
部
の
一
部
は
、
さ
ら
に
こ
の
問
題
で
攻
勢
を
強
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
時
点
で
ウ
ィ
ロ
ビ

I
少
将
が
指
揮
す
る

G
2
の
新

た
な
動
き
が
表
面
化
し
た
の
で
あ
る
。
倭
島
管
理
局
長
が
残
し
た
覚
書
に
よ
れ
ば
、
六
月
一
六
日
に

G
2
に
所
属
す
る
シ
ュ
ナ
イ
ダ

l
中
佐
が
彼
と
復
員
局
上
月
局
長
に
来
訪
す
る
よ
う
求
め
、
予
め
作
成
し
て
い
た
書
簡
草
稿
（
ド
ラ
フ
ト
）
を
示
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
た
の
で
あ
る
。

「
右
ド
ラ
フ
ト
に
引
用
し
て
あ
る
数
字
は
予
て
復
員
局
と
の
聞
に
種
々
研
究
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
般
総
司
令
部
で
或
る
関
係
上
必
要

が
あ
る
か
ら
此
『
ド
ラ
フ
ト
』
の
内
容
の
も
の
を
至
急
日
本
政
府
よ
り
正
式
の
書
簡
と
し
て
提
出
し
て
も
ら
い
た
い
。
其
字
句
も
な
る
べ
く

実
質
上
変
更
し
な
い
様
に
し
て
ほ
し
い
。
尚
、
形
式
を
整
え
る
為
に
、
手
紙
に
は
な
る
べ
く
外
務
大
臣
に
サ
イ
ン
し
て
貰
い
た
い
が
、
も
し

（鈍）

大
臣
に
代
っ
て
誰
か
サ
イ
ン
す
る
な
ら
、
せ
め
て
次
官
に
し
て
も
ら
い
た
い
」
。

ソ
連
占
領
地
域
（
現
在
の
ソ
連
管
理
地
域
と
満
州
）
で
抑
留
さ
れ
た
一
般
邦
人
は
一
八

O
万
九

0
0
0人
、
陸

海
軍
は
九
一
万
四

0
0
0人
で
、
そ
の
う
ち
帰
還
し
た
者
は
前
者
が
一
七
一
万
四

0
0
0人
で
後
者
が
五
四
万
人
、
つ
ま
り
未
帰
還

こ
の
ド
ラ
フ
ト
は
、

11 

者
は
一
般
邦
人
で
九
万
五

0
0
0人
、
陸
海
軍
で
三
七
万
四

0
0
0人
、
総
計
四
六
万
九

0
0
0人
に
上
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ



っ
た
。
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12 

倭
島
と
上
月
は
提
案
が
重
大
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
上
司
に
相
談
し
、
数
字
も
一
応
検
討
し
た
い
と
述
べ
、
後
で
必
ず
届
け
る

こ
と
を
約
束
し
て
書
類
を
持
ち
帰
っ
た
。
し
か
し
結
局
、
日
本
側
は
こ
れ
に
若
干
の
修
正
を
加
え
た
だ
け
で
、
翌
一
七
日
に
太
田
一

郎
外
務
次
官
の
署
名
入
り
で
一
六
日
付
書
簡
と
し
て
総
司
令
部
G
2
に
提
出
し
た
。
日
本
側
の
修
正
は
、
計
算
の
根
拠
を
正
確
に
す

る
字
句
を
加
え
、
抑
留
中
に
死
亡
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
生
存
し
て
い
る
と
判
明
し
た
者
の
人
数
を
日
本
側
の
数
字
に
入
れ
替
え
た

だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
、
日
本
側
は
こ
の
時
点
で
抑
留
さ
れ
た
軍
人
で
抑
留
中
に
確
実
に
死
亡
し
た
者
の
数
を
九
万
人
と
計

算
し
、
生
存
者
数
を
一
五
万
三
五

O
九
人
と
見
て
い
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
最
初
に
抑
留
さ
れ
た
人
数
に
つ
い
て
は
、

G
2
側
の
数

（話）

字
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
点
で
、
日
本
側
の
有
し
て
い
た
統
計
が
全
面
的
に
対
置
さ
れ
て
い
れ
ば
、
ソ
連

側
の
報
道
内
容
と
の
根
拠
の
違
い
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
倭
島
た
ち
は
、
吉
田
と
マ
ッ
カ
l
サ
l

の
会
談
の
後
に
総
司
令
部
か
ら
「
引
揚
対
象
の
日
本
人
」
の
数
が
発
表
さ
れ
て
い
る
以
上
、
ま
た
、
彼
ら
の
間
で
も
意
見
が
ま
と
ま

ら
な
い
以
上
、

G
2
に
抵
抗
し
て
も
無
駄
だ
と
判
断
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

翌
一
九
五

O
年
に
な
っ
て
外
務
省
内
で
作
成
さ
れ
た
文
書
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
結
果
、
日
米
関
係
の
公
式
レ
ベ
ル
で
は
、

九
年
五
月
時
点
で
の
未
帰
還
者
数
四
六
万
九

0
0
0
人
と
い
う
数
字
が
「
日
本
政
府
の
数
字
と
し
て
」
報
告
さ
れ
、
「
爾
来
、
総
司

（部）

令
部
数
字
は
逆
に
『
日
本
政
府
か
ら
総
司
令
部
に
報
告
さ
れ
た
数
字
」
の
形
を
採
る
こ
と
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ

の
よ
う
な
作
業
を
G
2
が
た
ん
に
日
本
に
責
任
を
転
嫁
す
る
た
め
に
行
っ
た
は
ず
は
な
か
っ
た
。
作
業
の
過
程
で
シ
ユ
ナ
イ
ダ
l
は

総
司
令
部
の
他
の
部
局
に
も
知
ら
せ
な
い
よ
う
求
め
て
お
り
、

G
2
の
活
動
と
し
て
こ
の
文
書
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
後

一
九
四

に
述
べ
る
よ
う
に
、
彼
ら
と
し
て
は
、
対
ソ
非
難
の
国
際
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
繰
り
広
げ
る
た
め
に
当
事
国
で
あ
る
日
本
か
ら
の
正

式
の
支
援
要
請
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
外
務
省
と
引
揚
援
護
庁
の
担
当
者
は
、
お
そ
ら
く
は
吉
田
の
指
示
に
従
っ
て
、
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
た
ち
の
政
策
に
関
与
す
る
こ
と



に
よ
っ
て
ソ
連
に
圧
力
を
か
け
て
抑
留
問
題
の
解
決
を
目
指
す
政
策
に
踏
み
込
ん
だ
と
言
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ

て
日
本
の
抑
留
者
の
帰
還
を
求
め
る
政
策
は
ア
メ
リ
カ
の
対
ソ
冷
戦
と
一
段
と
深
く
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
日

本
側
関
係
者
は
抑
留
者
の
早
期
帰
還
を
求
め
て
ソ
連
に
圧
力
を
か
け
る
政
策
に
踏
み
込
ん
だ
時
点
で
、
自
ら
が
理
解
す
る
抑
留
者
数

を
日
本
国
民
に
伝
え
る
機
会
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

も
し
ソ
連
側
が
こ
の
ま
ま
一
九
四
九
年
の
日
本
人
抑
留
者
の
送
還
を
中
断
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
も
G
2
は
大
々
的
に
ソ
連
非
難
の
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
に
向
け
て
動
き
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
人
四
六
万
九

0
0
0
人
が
ソ
連
か
ら
未
帰
還
で
あ
る
と
主

スターリンの日本人送還政策と日本の冷戦への道（三・完）

張
す
る
「
日
本
政
府
の
書
簡
」
が
ア
メ
リ
カ
側
に
手
交
さ
れ
た
日
か
ら
三
日
後
の
六
月
二

O
日
に
、

（訂）

始
す
る
旨
を
総
司
令
部
に
通
告
し
た
。
こ
の
間
の
ソ
連
側
の
動
き
を
伝
え
る
カ
ル
ポ
フ
に
よ
れ
ば
、

ソ
連
閣
僚
会
議
は
六
月
一

O
日

ソ
連
側
は
よ
う
や
く
送
還
を
開

に
政
府
決
定
二
三
二
六
号
の
九

O
五
（
秘
）
に
よ
っ
て
、
九
万
七
九
三
六
人
の
「
捕
虜
」
と
、
サ
ハ
リ
ン
の
民
間
人
四
四
四
六
人
、

（犯）

さ
ら
に
遼
東
半
島
の
民
間
人
二
七
七
八
人
、
総
計
一

O
万
五
一
六

O
人
を
送
還
す
る
こ
と
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
四

九
年
の
送
還
は
こ
の
決
定
通
り
に
は
進
ま
ず
、
日
本
側
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
送
還
者
は
六
月
が
一
万
二
四
五
人
、
七
月
が
二
万
四
六

七
人
、
八
月
が
一
万
八

0
0
0人
、
九
月
が
二
万
二
六
一
人
、
一

O
月
が
一
万
二
八
四

O
人
、
一
一
月
が
一
万
一
二
六

O
人
で
あ
っ

（却）

た
。
従
っ
て
、
六
月
以
降
一
九
四
九
年
末
ま
で
の
送
還
者
は
民
間
人
も
含
め
て
九
万
三
九
七
三
人
で
あ
っ
た
。

以
上
の
状
況
は
、
日
本
国
民
の
中
に
広
が
っ
て
い
た
ソ
連
に
対
す
る
不
信
と
憤
り
を
強
め
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
、

六
月
以
降
に
ソ
連
支
配
地
域
か
ら
帰
国
し
た
元
兵
士
た
ち
の
集
団
的
な
行
動
も
、
日
本
社
会
に
「
洗
脳
」
の
恐
ろ
し
き
を
印
象
づ
け

た
。
吉
田
政
権
は
こ
う
し
た
日
本
国
内
で
強
ま
る
ソ
連
非
難
の
世
論
を
追
い
風
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
が
構
想
し
た
抑
留
者
の
返
還

を
求
め
る
国
際
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
一
九
四
九
年
夏
以
降
の
吉
田
政
権
の

抑
留
問
題
に
対
す
る
対
応
を
検
討
し
、
日
本
が
占
領
状
態
の
ま
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
対
ソ
戦
略
に
自
発
的
に
参
加
し
て
い
く
過
程
を
追

13 

う
こ
と
に
し
た
い
。
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九

戦
後
日
本
の
対
ソ
政
策
の
確
立

14 

の
舞
鶴
入
港
と
と
も
に
始
ま
っ
た
一
九
四
九
年
春
の
ソ
連
か
ら
の
引
き
揚
げ
は
、
始
ま
る
と
す
ぐ
に

社
会
的
関
心
を
集
め
た
。
既
に
前
年
春
か
ら
兆
候
が
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
戻
っ
て
き
た
兵
士
た
ち
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
結

束
し
て
反
米
親
ソ
姿
勢
を
誇
示
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
上
記
の

六
月
二
七
日
の

『
高
砂
丸
』

『
高
砂
丸
』

で
送
還
さ
れ
て
き
た
元
軍
人
、
軍
属
か
ら
な
る

0
0
0名
の
集
団
（
こ
の
内
一
九
名
の
み
が
一
般
邦
人
で
あ
っ
た
）
は
、
受
け
入
れ
担
当
官
に
次
の
よ
う
に
映
っ
た
。

「
今
回
の
帰
還
者
は
顔
色
よ
く
服
装
も
立
派
で
ソ
連
で
相
当
優
遇
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
［
、
］
又
民
主
主
義
に
よ
る
か
共
産
主
義

に
よ
る
か
疑
問
な
る
も
一
応
祖
国
再
建
、
世
界
平
和
建
設
の
意
気
に
燃
え
て
い
る
様
子
に
見
受
け
ら
れ
た
。
引
揚
者
の
多
く
は
船
中
で
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
歌
を
高
唱
し
、
中
に
は
自
分
の
身
体
は
マ
ル
ク
ス
、
レ
l
ニ
ン
の
筋
金
入
り
だ
と
叫
ぶ
も
の
も
あ
る
な
ど
そ
の
思
想
態
度

か
ら
判
断
し
て
ソ
連
で
共
産
主
義
思
想
を
吹
き
込
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
引
揚
が
遅
れ
た
理
由
と
し
て
日
本
政
府
が
船
を

廻
さ
な
か
っ
た
か
ら
と
誤
報
さ
れ
て
い
る
ら
し
く
当
局
者
の
真
相
説
明
を
容
易
に
信
じ
兼
ね
る
様
子
で
あ
り
、
こ
の
外
に
も
誤
解
は
多
い
ら

（却）

し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。

こ
の
観
察
が
的
を
射
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
後
に
生
じ
た
事
態
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
。
輸
送
船
に
よ
っ
て
次
々
と
送
還
さ
れ
て

き
た
帰
還
兵
た
ち
は
、
舞
鶴
か
ら
引
き
揚
げ
列
車
に
乗
っ
て
故
郷
に
向
か
う
途
中
で
も
人
目
を
惹
く
事
件
を
立
て
続
け
に
起
こ
し
た

の
で
あ
る
。
引
揚
援
護
庁
が
翌
年
ま
と
め
た
『
引
揚
援
護
の
記
録
』
に
あ
る
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、
こ
の
状
況
の
一
端
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。

「
こ
の
第
一
配
船
の
他
の
引
揚
船
が
舞
鶴
に
着
き
始
め
た
。
さ
き
の
船
舶
で
来
た
引
揚
者
の
多
く
は
入
港
カ

1
ド
に
記
入
を
拒
否
し
て
、

滞
寮
日
時
が
一
両
日
後
者
と
一
緒
に
な
っ
た
た
め
、
彼
ら
の
一
般
態
度
は
一
層
無
秩
序
と
な
り
軽
蔑
的
と
な
っ
た
。
彼
等
は
指
定
列
車
を
京

都
で
下
り
、
大
規
模
の
示
威
運
動
に
参
加
し
、
そ
の
結
果
は
座
り
込
み
ス
ト
ラ
イ
キ
と
な
り
、
遂
に
警
官
隊
と
衝
突
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の

事
件
は
警
官
の
巧
み
な
事
態
処
理
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
重
大
事
件
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
日
過
ぎ
る
と
引
揚
者
の
一
団
体



は
許
可
な
し
に
東
京
で
下
車
し
、
一
公
会
堂
を
占
拠
し
て
二
夜
を
明
か
し
、
日
本
政
府
の
官
庁
や
重
要
工
場
で
示
威
運
動
を
行
い
、

（
但
）

大
使
館
を
訪
問
し
、
「
ソ
』
連
抑
留
中
に
受
け
た
『
温
情
あ
る
』
取
扱
に
感
謝
の
意
を
表
明
し
た
」
。

ロ
シ
ア

こ
う
し
た
帰
還
兵
た
ち
の
行
動
に
、
日
本
政
府
は
さ
し
た
る
脅
威
を
感
じ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
吉
田
首
相
は
七
月
一
日
の

時
点
で
ウ
ィ
ロ
ビ

l
に
、
鉄
道
ス
ト
ラ
イ
キ
の
際
に
迅
速
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
国
警
本
部
長
官
の
更
迭
を
求
め
て
い
た
が
、
帰
還

（位）

兵
た
ち
の
動
向
に
反
応
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
吉
田
は
、
日
本
の
国
民
は
彼
ら
の
反
米
姿
勢
に
同
調
す
る
こ
と
な
く
、
憐
倒
の
情

を
も
っ
て
見
守
っ
て
い
る
と
判
断
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
側
の
対
応
は
異
な
っ
て
い
た
。
七
月
五
日
に
バ

l

スターリンの日本人送還政策と日本の冷戦への道（三・完）

ン
ズ
第
一
軍
団
民
事
部
長
は
、
日
本
側
関
係
当
局
に
帰
還
兵
に
よ
る
混
乱
防
止
の
た
め
の
措
置
を
日
本
側
の
法
令
、
規
則
に
基
づ
い

（却）

て
至
急
と
る
よ
う
、
覚
書
を
以
て
要
請
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
安
定
せ
ず
、
マ
ッ
カ
l
サ
l
司
令
部
を
代
表
し
た
ウ
ィ
ロ
ビ

l
は

八
月
六
日
と
一

O
日
に
日
本
側
の
検
事
総
長
、
国
警
本
部
長
、
警
視
総
監
、
引
揚
援
護
庁
長
官
を
集
め
て
秘
密
会
議
を
聞
き
、
断
固

た
る
策
を
取
る
よ
う
求
め
た
。
会
議
の
内
容
を
記
し
た
日
本
側
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
六
日
の
「
会
見
の
目
的
」
は
、
「
共
産
主
義
の

世
界
的
マ
ン
エ
ン
を
阻
止
す
る
米
国
の
決
意
を
明
か
に
す
る
と
共
に
日
本
共
産
党
の
活
動
を
び
し
／
＼
押
へ
て
い
く
総
司
令
部
の
方

針
を
明
か
に
」
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で
ア
メ
リ
カ
側
は
、
「
八
月
末
か
ら
舞
鶴
引
揚
援
護
局
構
内
は
勿
論
各
地
で
引
揚
者
達

の
す
わ
り
込
み
戦
術
が
展
開
さ
れ
る
倶
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
側
は
警
察
力
を
以
て
処
理
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ

う
」
、
ま
た
「
引
揚
者
自
体
の
行
動
で
あ
る
が
復
員
業
務
が
完
了
す
る
迄
引
揚
者
は
旧
軍
人
軍
属
で
あ
る
か
ら
共
産
党
の
歌
や
踊
を

車
中
、
駅
頭
で
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
な
ど
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
一

O
日
に
は
、
帰
還
兵
の
こ
う
し
た
行
動
を
封
じ
込
め
る
た

（叫）

め
に
ポ
ツ
ダ
ム
勅
令
を
発
出
す
る
よ
う
日
本
側
に
「
申
し
渡
し
た
」
。
こ
の
よ
う
な
強
硬
姿
勢
を
受
け
て
、
日
本
政
府
は
一
一
日
に

（必）

「
引
揚
者
の
秩
序
保
持
に
関
す
る
政
令
」
を
公
布
し
た
。

当
然
ソ
連
側
は
反
発
し
、
二
一
日
の
モ
ス
ク
ワ
の
海
外
向
け
ラ
ジ
オ
放
送
を
通
じ
「
日
本
の
本
国
送
還
者
に
対
す
る
警
察
テ
ロ
」

と
題
す
る
論
評
を
日
本
語
で
伝
え
た
。
そ
れ
は
吉
田
政
権
が
本
国
送
還
者
を
取
り
締
ま
る
「
乱
暴
な
『
警
察
』
法
」
を
採
択
し
、
こ

15 
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れ
に
よ
っ
て
送
還
者
た
ち
が
抗
議
の
集
会
や
デ
モ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
「
日
本
国
民
は
軍
国
主
義
の
敗
北
に
よ
っ
て
獲

（

必

）

得
し
た
ほ
ん
の
僅
か
な
政
治
的
権
利
も
」
奪
わ
れ
た
と
非
難
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
反
発
を
無
視
し
て
実
施
さ

16 

れ
た
日
米
政
府
の
強
硬
策
に
よ
っ
て
次
第
に
帰
還
兵
た
ち
の
対
決
行
動
は
目
立
た
な
い
も
の
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
当
然
生
ず
る
の
は
、
帰
還
兵
た
ち
の
対
決
姿
勢
は
、
は
た
し
て
ソ
連
指
導
部
の
指
示
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
直
接
答
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
帰
還
兵
を
迎
え
る
以
前
の
時
点
で
共
産
主
義
勢
力

の
側
に
こ
れ
ま
で
の
路
線
を
修
正
す
る
よ
う
な
動
き
が
表
面
化
し
て
い
た
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。
第
一
は
二
月
三
日
に
も
た
れ
た

毛
沢
東
と
ミ
コ
ヤ
ン
の
間
の
会
談
で
示
さ
れ
た
。
こ
こ
で
毛
沢
東
は
訪
中
し
て
き
た
ミ
コ
ヤ
ン
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
日
本
共
産
党

は
「
議
会
闘
争
に
よ
っ
て
権
力
が
取
れ
る
と
い
う
誤
っ
た
観
点
に
し
が
み
付
い
て
き
た
」
と
明
白
に
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と

き
両
者
は
、

ア
ジ
ア
諸
国
の
共
産
党
を
結
束
さ
せ
る
た
め
の
ビ
ュ

l
ロ
l
の
創
設
の
可
能
性
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
お
り
、
こ
こ
で

ソ
連
指
導
部
と
し
て
は
早
晩
ど
ち
ら
か
一
方
の
路
線
を
選
ぶ
以
外
に
な
い
こ
と
が

日
中
の
共
産
党
の
路
線
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、

（

幻

）

明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
三
月
二

O
日
に
日
本
共
産
党
は
「
ソ
同
盟
帰
還
者
の
受
け
入
れ
態
勢
を
強
化
せ
よ
」
と
題
す
る
指
令
三
四
七
号
を
発
し
、

（
川
崎
）

次
の
よ
う
に
指
示
し
て
い
た
。

「
新
し
く
帰
還
す
る
者
は
、
昨
年
度
の
帰
還
者
よ
り
更
に
積
極
化
し
て
お
り
、
そ
の
大
部
分
の
者
は
直
ち
に
党
組
織
に
参
加
し
て
闘
う
こ

と
を
決
意
し
て
帰
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
政
府
並
に
反
動
諸
国
体
は
す
で
に
、
こ
れ
の
切
崩
し
工
作
の
準
備
に
や
っ
き
と
な
っ
て
い
る
が
、

わ
れ
わ
れ
は
、
二
十
数
万
と
予
想
さ
れ
る
こ
の
新
帰
還
者
を
敵
の
謀
略
と
恐
喝
と
懐
柔
か
ら
ま
も
り
、
全
員
を
わ
が
党
の
組
織
に
吸
収
す
る

た
め
に
積
極
的
な
受
入
態
勢
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

こ
の
文
書
は
早
く
か
ら
日
本
共
産
党
が
帰
還
兵
の
思
想
傾
向
を
把
握
し
て
お
り
、
彼
ら
を
取
り
込
む
積
極
的
準
備
を
進
め
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
指
示
に
従
っ
て
、
七
月
初
頭
か
ら
党
員
た
ち
は
帰
還
兵
が
通
過
す
る
主
要
駅
に
赤
旗
を
掲
げ
て
集
ま
り
、
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彼
ら
と
と
も
に
反
米
的
、
も
し
く
は
反
政
府
的
示
威
行
動
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
一
吉
守
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
ソ
連
側
が
日
本
の
兵
士
た
ち
の
送
還
を
準
備
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
五
月
一
七
日
に
、
ス
タ
ー
リ

ン
は
中
国
共
産
党
中
央
委
員
会
に
送
っ
て
い
た
彼
の
使
者
コ
ヴ
ァ
リ
ョ
フ
か
ら
、
一
二
日
の
会
談
で
毛
沢
東
が
中
国
の
内
戦
は
既
に

（

ω）
 

終
了
段
階
に
あ
る
と
語
っ
た
と
す
る
電
報
を
受
け
取
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
し
て
劉
少
奇
一
行
の
ソ
連
訪
問
を
認
め
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
六
月
末
か
ら
始
ま
っ
た
彼
ら
の
長
期
ソ
連
滞
在
は
、
中
国
共
産
党
が
国
家
統
治
を
学
ぶ
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま

り
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
六
月
中
に
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
を
宣
言
す
る
と
き
が
来
た
と
毛
沢
東
側
に
確
認
し
て
お
り
、
日
本
共
産
党

（印）

が
野
坂
参
三
の
指
導
の
下
に
進
め
て
き
た
路
線
を
再
考
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
動
き
の
結
果
と
し
て
、
周
知
の

ご
と
く
翌
一
九
五

O
年
一
月
に
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
の
機
関
誌
は
野
坂
参
三
の
平
和
革
命
論
を
批
判
す
る
論
文
を
掲
載
し
た
の
で
あ
る
。

時
期
的
に
見
て
、
日
本
に
お
け
る
帰
還
兵
の
示
威
行
動
が
共
産
党
側
の
以
上
の
動
き
と
何
も
関
係
が
な
か
っ
た
と
看
倣
す
こ
と
は
で

（日）

き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
目
下
の
と
こ
ろ
ソ
連
側
の
直
接
的
関
与
を
示
す
史
料
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

と
も
あ
れ
、
一

O
月
一
日
に
は
中
華
人
民
共
和
国
の
樹
立
が
宣
言
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
側
が
帰
還
兵
の
組
織
的
行
動
を

ソ
連
側
の
攻
勢
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
も
不
思
議
で
な
い
状
況
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
、
八
日
に
ウ
イ

ロ
ビ
！
と
吉
田
が
会
見
し
た
。
そ
こ
で
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
が
「
引
揚
の
数
字
に
つ
い
て
再
び
『
チ
ェ
ッ
ク
ア
ッ
プ
』
し
た
い
希
望
」
を
表

明
し
た
と
し
て
、
吉
田
は
「
然
る
べ
く
総
司
令
部
側
に
連
絡
す
る
様
に
」
と
倭
島
局
長
に
指
示
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
日
本
側
は
内

（臼）

輸
の
協
議
を
重
ね
、
一
四
日
と
一
七
日
に

G
2
の
実
務
者
と
の
会
議
に
臨
ん
だ
。
前
者
の
会
議
で
日
本
側
（
斎
藤
援
護
庁
長
官
、
上

月
復
員
局
長
、
高
山
復
員
課
長
、
倭
島
管
理
局
長
）
は

G
2
の
テ
イ
ト
中
佐
に
対
し
、
予
め
復
員
局
で
作
成
し
、
関
係
省
庁
で
討
議
を

重
ね
て
き
た
抑
留
者
数
に
関
す
る
最
新
の
研
究
成
果
を
提
出
し
た
。
そ
れ
は
、
入
ソ
人
員
を
当
初
は
五
六
万
六

0
0
0人
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
う
ち
二
万
七
四

O
O人
が
送
り
戻
さ
れ
た
の
で
、
正
味
五
三
万
八
六

O
O名
で
あ
っ
た
と
見
積
も
る
も
の
で
、
「
従
来
の

総
司
令
部
公
表
の
七

O
万
に
対
し
て
約
一
六
万
の
聞
き
の
あ
る
」
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
時
復
員
局
長
は
、
「
わ
が
方
の
研
究
」
は

17 
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「
約
三
十
万
の
帰
還
者
の
粛
し
た
報
道
に
根
拠
を
置
く
も
の
で
あ
る
か
ら
有
力
な
資
料
で
あ
る
が
、
し
か
し
関
東
軍
の
首
脳
部
の
殆

不
明

ん
ど
一
人
も
帰
っ
て
来
て
居
ら
ぬ
現
口
と
し
て
は
［
、
〕
右
を
以
て
直
ち
に
従
来
の
公
表
数
字
を
訂
正
し
て
貰
ひ
た
い
と
言
う
丈
の

（臼）

自
信
は
な
い
と
も
説
明
し
た
」
。
こ
れ
に
テ
イ
ト
は
ア
メ
リ
カ
側
で
も
検
討
し
、
二
、
三
日
中
に
再
度
協
議
し
た
い
と
応
じ
た
。

次
の
一
七
日
の
会
合
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
は
「
G
2内
に
て
引
揚
関
係
の
数
字
を
担
当
し
て
ゐ
る
フ
ァ
イ
ブ
ァ
中
佐
と
そ
の
関
係

官
」
な
ど
を
代
表
に
加
え
、
日
本
側
の
挙
げ
た
数
字
に
つ
い
て
協
議
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
こ
の
時
は
、
日
本
側
は
先
の
研
究
成
果

を
凝
縮
し
た
形
で
示
す
表
を
新
た
に
作
成
し
て
提
示
し
、
説
明
を
加
え
た
。
こ
の
説
明
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
側
の
反
応
は
不
明
で
あ

る
が
、
最
終
的
に
「
上
月
局
長
よ
り
右
数
字
は
何
れ
も
中
間
的
な
も
の
に
て
［
、
］
右
に
よ
り
司
令
部
発
表
の
も
の
を
修
正
し
て
貰

ひ
た
い
と
言
う
趣
旨
は
毛
頭
な
き
旨
を
説
明
せ
る
に
［
、
〕
一
同
納
得
し
」
た
。
明
ら
か
に
ア
メ
リ
カ
側
は
日
本
側
の
統
計
数
字
へ

（臼）

の
対
応
を
考
え
つ
つ
会
合
に
臨
み
、
上
月
局
長
の
こ
の
発
言
に
安
堵
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
続
く
会
合
で
、

G
2
側
は
よ
う
や
く
手
の
内
を
明
ら
か
に
し
た
。
テ
イ
ト
は
一
一
一
日
に
斎
藤
援
護
庁
長
官
、
上
月
復
員
局

長
、
倭
島
管
理
局
長
等
を
招
き
、
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
が
間
も
な
く
吉
田
首
相
に
届
け
る
予
定
の
手
紙
を
示
し
、
伊
藤
中
尉
を
通
じ
「
総
司

令
部
と
し
て
不
日
国
際
機
関
（
U
N
）
に
持
出
す
可
能
性
に
か
ん
が
み
世
界
に
解
り
よ
い
資
料
を
至
急
整
え
た
い
。
そ
こ
で
一
ヶ
月

以
内
（
十
一
月
二
十
日
迄
）
に
三
月
一
日
現
在
の
未
引
揚
邦
人
の
総
数
だ
け
を
届
け
て
貰
い
た
い
」
と
要
望
を
伝
え
た
。
こ
こ
で
G

2
側
は
、
細
目
は
外
国
人
に
は
分
か
ら
な
い
の
で
不
要
で
あ
る
が
、
今
後
「
恐
ら
く
最
も
重
大
な
資
料
と
し
て
未
引
揚
者
の
名
簿

（カ
l
ド
）
が
必
要
に
な
る
」
と
も
伝
え
て
お
り
、
今
回
の
要
請
が
抑
留
問
題
を
国
際
的
に
訴
え
る
大
規
模
な
政
策
の
一
環
で
あ
る

（回）

こ
と
を
日
本
側
に
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

18 

法学研究82巻 11号（2009

一
O
月
二
四
日
付
で
ウ
ィ
ロ
ビ
l
は
吉
田
首
相
に
上
記
の
手
紙
を
送
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
国
際
連
合
に
言
及
し
て
お

ら
ず
、
間
も
な
く
ソ
連
側
が
日
本
人
抑
留
者
の
送
還
を
停
止
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
「
戦
争
終
結
時
に
ソ
連
支
配
地
域
に
い
た

こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
者
で
、
今
日
ま
で
帰
還
し
て
い
な
い
人
々
」
に
つ
い
て
も
う
一
度
念
入
り
に
調
査
す
る
こ
と
が
「
我
々
の
責

こ
の
後
、



（回）

務
で
あ
る
」
と
記
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
吉
田
も
二
七
日
付
で
返
書
を
送
り
、
手
紙
の
趣
旨
に
す
べ
て
賛
同
す
る
、
「
ソ
連
と

中
国
共
産
党
勢
力
の
支
配
下
に
あ
る
地
域
に
残
留
す
る
日
本
人
に
つ
い
て
、
で
き
る
限
り
の
情
報
を
集
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」

（町）

と
応
じ
た
。
ウ
ィ
ロ
ビ
！
と
吉
田
が
こ
の
よ
う
な
儀
礼
的
内
容
の
手
紙
を
交
わ
し
た
の
は
、
こ
の
時
点
で
は
国
際
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

マ
ッ
カ

l
サ
l
司
令
部
と
し
て
の
決
定
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
だ
と
思
わ

を
行
う
計
画
が
G
2
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
お
り
、

れ
る
。以

上
の
動
き
を
受
け
て
、
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一
一
月
三

O
日
に
シ
l
ボ
ル
ト
は
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ア
リ
ソ
ン
国
務
省
北
東
ア
ジ
ア
局
長
に
、
「
ウ
ィ
ロ

ビ
1
将
軍
か
ら
内
々
に
受
け
取
っ
た
『
秘
密
報
告
」
と
『
ソ
連
に
よ
る
日
本
人
捕
虜
の
利
用
と
取
扱
い
』
と
題
す
る
こ
つ
の
レ
ポ
ー

ト
」
を
届
け
た
。
こ
こ
に
あ
る
「
秘
密
報
告
」
は
、
日
本
側
が
上
記
の
要
望
に
従
い

G
2
に
提
出
し
た
資
料
を
基
に
作
成
さ
れ
た
も

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ア
リ
ソ
ン
は
三

O
日
付
の
バ
タ
ワ
l
ス
極
東
局
長
宛
て
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
上
記
の
二
つ
の
文
書
を
受
け
取
っ

た
と
述
べ
た
後
に
、
「
連
合
軍
最
高
総
司
令
官
と
日
本
側
の
数
字
は
、
四
O
万
人
の
日
本
人
捕
虜
が
未
だ
に
シ
ベ
リ
ア
、
サ
ハ
リ
ン
、

千
島
列
島
に
残
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
説
明
し
、
お
そ
ら
く
こ
の
事
実
を
記
し
た
と
見
ら
れ
る
「
秘
密
報
告
」
に
つ

一
二
月
に
ソ
連
の
送
還
が
終
わ
っ
た
時
点
で
公
表
す
べ
き
だ
と
提
言
し
た
。
彼
は
他
方
の
「
ソ
連
に
よ
る
日
本
人
捕
虜
の

（団）

利
用
と
取
扱
い
」
に
つ
い
て
は
、
情
報
関
係
の
資
料
を
使
っ
て
い
て
宣
伝
に
向
か
な
い
の
で
公
表
す
べ
き
で
な
い
と
評
価
し
た
。

日
本
政
府
の
側
も
呼
応
す
る
行
動
を
と
っ
て
い
た
。
ま
ず
一
一
月
一
一
日
に
衆
議
院
の
海
外
同
胞
の
引
揚
委
員
会
で
、
出
席
し
た

厚
生
政
務
次
官
（
矢
野
酉
雄
）
が
「
大
体
今
月
二

O
日
ま
で
の
う
ち
に
は
」
未
復
員
者
数
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
公
表
で
き
る
だ

（印）

ろ
う
と
答
え
た
。
証
拠
は
な
い
が
、
前
後
の
事
情
か
ら
見
て
、
こ
の
発
言
は
吉
田
の
指
示
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
二
八
日
の
参
議
院
本
会
議
は
、
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
九
条
に
宣
明
さ
れ
た
捕
虜
並
び
に
一
般
抑
留
同
胞
の
本
国
送
還
の
一
部

が
未
完
了
で
あ
り
、
抑
留
中
に
お
け
る
死
亡
者
の
氏
名
並
び
に
戦
犯
関
係
抑
留
者
の
氏
名
の
う
ち
に
、
未
発
表
の
部
分
が
あ
る
こ
と

（的）

は
、
誠
に
遺
憾
に
た
え
な
い
」
と
す
る
決
議
を
採
択
し
た
。
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
四
日
後
の
一
一
一
月
三
日
に
衆
議
院
も
同
様
の
決
議
を

い
て
は
、
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（臼）

採
択
し
た
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
四
月
に
も
同
様
の
趣
旨
の
決
議
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
今
回
の
両
院
の
決
議
は

時
間
的
隔
た
り
が
な
さ
過
ぎ
る
よ
う
に
み
え
る
。
お
そ
ら
く
吉
田
の
強
い
働
き
か
け
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
吉
田
は
一
五
日
に
シ

l
ボ
ル
ト
を
訪
ね
て
こ
の
二
つ
の
決
議
を
手
交
す
る
と
と
も
に
、
「
多
く
の
同
胞
が
今
な
お
シ
ベ

リ
ア
、
満
州
、
樺
太
の
地
域
に
抑
留
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
厳
寒
の
地
に
お
い
て
五
た
び
め
ぐ
り
来
る
冬
の
過
酷
な
試
練
に
直
面
さ
せ
ら

20 

れ
て
い
る
こ
と
を
思
う
こ
と
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
い
た
ま
し
い
感
じ
で
す
」
と
記
し
た
書
簡
を
マ
ッ
カ

l
サ
l
に
届
け
る
よ
う
依

頼
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
の
訪
問
と
上
記
の
手
紙
の
全
文
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
総
司
令
部
か
ら
発
表
さ
れ
、
翌
日
に
は
日
本
の
各
紙

（位）

に
掲
載
さ
れ
た
。
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
厚
生
政
務
次
官
の
発
言
か
ら
こ
こ
ま
で
の
一
連
の
動
き
は
、
す
べ
て
吉
田
と
総
司
令
部
の
間

で
予
め
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
上
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

事
態
は
明
ら
か
に
緊
迫
の
度
合
い
を
深
め
て
い
た
。

一
一
月
初
頭
に
は
ソ
連
側
も
日
米
政
府
の
動
き
を
察
知
し
て
い
た
か
に
見
え

る
行
動
を
取
っ
て
い
た
。
ま
ず
二
日
に
は
ソ
連
閣
僚
会
議
が
内
務
省
に
対
し
て
、
残
留
す
る
「
日
本
人
捕
虜
」
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
の
提
案
を
一
一
月
二

O
日
ま
で
に
提
出
す
る
よ
う
命
じ
る
決
定
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
内
務
省
は
「
対
ソ
犯
罪
の
容
疑
が
あ
る
」
二

八
八
三
人
を
軍
法
会
議
に
送
り
、
「
中
国
領
で
犯
罪
を
し
た
」
九
七
一
人
を
中
華
人
民
共
和
国
に
送
致
し
、
罪
状
の
な
い
者
一
六
六

（臼）

四
人
を
日
本
に
送
還
す
る
提
案
を
し
た
。
こ
の
提
案
は
す
ぐ
に
検
討
さ
れ
、

一
二
月
二
八
日
に
は
閣
僚
会
議
決
定
第
五
八
六
七
l
二

（臼）

一
九
二
号
と
し
て
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
一
六
六
四
人
の
日
本
送
還
が
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
極
度
に
速
や
か
な
展
開
は
、
日

米
両
国
政
府
の
動
き
を
察
知
し
て
批
判
さ
れ
る
要
素
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
よ
う
と
し
た
結
果
と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。

他
方
、
東
京
で
も
一
一
月
一
四
日
に
デ
レ
ヴ
ヤ
ン
コ
は
部
下
を
通
じ
て
対
日
理
事
会
事
務
局
に
、
翌
一
五
日
の
対
日
理
事
会
に
お

け
る
議
題
の
一
つ
と
し
て
「
日
本
の
民
主
化
問
題
の
原
則
の
違
反
と
未
達
成
」
を
取
り
上
げ
る
よ
う
提
案
し
た
。
対
日
理
事
会
で
ア

メ
リ
カ
側
が
抑
留
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
持
ち
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
シ

l
ボ
ル
ト
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に
デ
レ
ヴ
ャ
ン
コ
に
こ
の
提
案
は
受
理
で
き
な
い
と
す
る
回
答
を
送
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、



ソ
連
側
提
案
は
表
題
か
ら
見
て
マ
ッ
カ
l
サ
！
の
行
動
の
再
検
討
を
目
指
す
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
極
東
委
員
会
の
管
轄
で

あ
っ
て
、
対
日
理
事
会
の
管
轄
外
の
問
題
だ
と
一
言
う
も
の
で
あ
っ
た
。
デ
レ
ヴ
ャ
ン
コ
は
こ
れ
に
納
得
せ
ず
、
一
二
月
五
日
に
な
っ

て
、
「
日
本
政
府
の
反
民
主
主
義
的
措
置
に
関
す
る
問
題
」
を
討
議
す
る
こ
と
は
対
日
理
事
会
の
権
限
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
議
題

と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
う
主
張
し
た
。
奇
妙
な
間
合
い
は
、
彼
が
い
か
に
対
応
す
べ
き
か
本
国
に
問
い
合
わ
せ
た
結
果
だ
と
推
測
さ

れ
る
。
と
も
か
く
今
度
は
、
デ
レ
ヴ
ャ
ン
コ
は
ソ
連
側
が
意
図
し
て
い
る
の
は
マ
ッ
カ

l
サ
l
の
行
動
を
討
議
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

日
本
政
府
の
行
動
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
と
判
る
よ
う
に
表
題
を
変
更
し
、
ソ
連
が
提
起
す
る
問
題
を
対
日
理
事
会
で
の
議
題
に

（回）

す
る
よ
う
迫
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
シ
l
ボ
ル
ト
は
こ
れ
も
認
め
ず
、
二
一
日
に
聞
か
れ
た
対
日
理
事
会
で
捕
虜
送
還
問
題
を
議

スターリンの日本人送還政策と日本の冷戦への道（三・完）

題
と
し
た
。

こ
の
対
応
は
デ
レ
ヴ
ャ
ン
コ
の
激
し
い
反
発
を
引
き
起
こ
し
た
。
彼
は
二
一
日
の
対
日
理
事
会
の
冒
頭
で
、
ソ
連
側
の
提
案
が
無

視
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
強
く
抗
議
し
た
。
ま
た
彼
は
、
シ

l
ボ
ル
ト
が
目
論
む
対
日
理
事
会
で
の
日
本
人
の
送
還
問
題
の
討
議
は
、

日
本
に
お
い
て
ソ
連
に
敵
対
す
る
宣
伝
を
強
め
る
た
め
の
も
の
だ
と
主
張
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
彼
は
、
「
ア
メ
リ
カ
軍
司
令
部
と

吉
田
が
率
い
る
日
本
政
府
は
、
ソ
連
か
ら
ま
だ
本
国
送
還
さ
れ
て
い
な
い
日
本
人
に
つ
い
て
法
外
な
数
字
を
発
表
し
、
そ
の
他
ソ
連

に
い
る
日
本
人
捕
虜
の
状
態
に
関
し
て
、
ま
た
ソ
連
の
囲
内
状
況
全
般
に
関
し
て
誹
誘
的
な
言
葉
を
広
め
て
い
る
」
と
主
張
し
た
。

ソ
連
側
の
最
初
の
提
案
は
日
本
政
府
の
行
動
の
再
検
討
を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
受
理
し
な
か

っ
た
と
し
、
デ
レ
ヴ
ャ
ン
コ
の
抗
議
を
強
引
に
押
し
切
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
て
、
ソ
連
代
表
団
は
そ
ろ
っ
て
議
場
か

（侃）

ら
退
席
し
た
。

し
か
し
シ

l
ボ
ル
ト
は
、

シ
l
ボ
ル
ト
は
こ
う
し
た
動
き
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
会
議
を
続
行
し
、
第
四
四
国
対
日
理
事
会
以
来
の
抑
留
問

題
に
関
す
る
大
演
説
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
以
下
の
二
点
で
あ
っ
た
。
第
一
点
は
、
現
時
点
で
大
連
、
樺
太
、
千
島
、

そ
し
て
シ
ベ
リ
ア
を
含
む
ソ
連
支
配
地
域
か
ら
帰
還
し
て
い
な
い
日
本
人
は
コ
二
万
六
六
一
七
人
で
、
満
州
か
ら
帰
還
し
て
い
な
い

21 
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日
本
人
は
六
万
三
二
一
人
と
推
定
さ
れ
る
と
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
数
字
が
日
本
政
府
の
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か

の
よ
う
に
説
明
し
た
が
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
、

22 

一
九
四
九
年
五
月
時
点
で
の
未
帰
還
者
数
を
四
六
万
九

0
0
0人
と
し
た
日
米
両
国

の
公
式
数
字
か
ら
そ
れ
以
降
の
帰
還
者
数
を
減
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
日
本
側
が
内
々
に
示
し
た
未
帰
還
数
に
つ
い
て

の
計
算
は
、
こ
こ
で
は
無
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
抑
留
中
に
死
亡
し
た
日
本
人
に
つ
い
て
、
そ
の
推
定
数
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
シ
l
ボ
ル
ト
は
抑
留
中
の
死
亡
率

と
死
亡
者
の
概
数
を
統
計
的
に
算
出
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
と
述
べ
た
。
ま
ず
一
九
四
五
年
の
最
悪
の
冬
に
は
死
亡
率
が
一

O
%
で
死
者
は
二
七
万
二
三
四
九
人
、
以
下
一
九
四
六
年
に
は
七
%
で
七
万
七
八
一
六
人
、

一
九
四
七
年
は
三
・
七
%
で
一
万
九
六

つ
ま
り
統
計
的
に
は
総
計
で
三
七
万
四
O
四
一
人
が
死
亡
し
た
と
推
定
さ
れ
る
と

言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
衝
撃
的
な
数
字
を
示
し
た
後
に
、
シ
l
ボ
ル
ト
は
こ
れ
が
事
実
な
の
か
と
問
い
か
け
、
マ
ッ
カ

l
サ

ー
や
日
本
国
民
ば
か
り
で
な
く
、
「
文
明
世
界
す
べ
て
が
事
実
を
知
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
」
と
結
ん
だ
。
明
ら
か
に
、
彼
は
こ

六
八
人
、

一
九
四
八
年
は
二
%
で
四
二
O
八
人
、

こ
に
国
際
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
演
説
の
後
に
発
言
を
求
め
た
英
連
邦
代
表
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
代
表
）
ホ
ジ
ソ
ン
は
、
ソ
連
代
表
が
国
際
会
議
を
退
場
す
る

の
は
国
連
安
全
保
障
理
事
国
が
ペ
ル
シ
ア
問
題
を
討
議
し
た
際
に
行
っ
た
の
に
続
い
て
二
度
目
だ
と
指
摘
し
た
後
に
、
日
本
人
抑
留

者
の
問
題
は
対
日
理
事
会
の
管
轄
で
あ
っ
て
取
り
上
げ
る
の
は
当
然
だ
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
ソ
連
は
一
二
月
八
日
に
一
九

二
九
年
の
捕
虜
に
関
す
る
ジ
ユ
ネ
l
ヴ
協
定
に
署
名
し
て
お
り
、
ま
た
国
連
世
界
人
権
宣
言
に
も
参
加
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を

利
用
し
て
ス
イ
ス
の
よ
う
な
中
立
国
、
あ
る
い
は
国
際
赤
十
字
の
機
関
を
通
じ
て
ソ
連
側
に
「
日
本
人
捕
虜
」
に
関
す
る
情
報
を
要

（肝）

求
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
。
彼
は
発
言
の
冒
頭
で
、
シ
l
ボ
ル
ト
が
ソ
連
側
提
案
を
受
理
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
問
い
合

わ
せ
て
お
り
、
す
べ
て
が
ア
メ
リ
カ
側
と
予
め
示
し
合
わ
せ
て
表
明
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
ホ
ジ
ソ
ン
の
発
言
が
ア
メ
リ
カ
側
に
歓
迎
さ
れ
た
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
翌
二
二
日
に
は
マ
ツ
カ
l
サ
l
は、



昨
日
の
「
英
連
邦
代
表
の
賢
明
な
示
唆
」
を
受
け
容
れ
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
「
必
要
な
取
り
決
め
を
行
う
た
め
の
交
渉
を
す
る
よ
う

（槌）

求
め
た
」
と
す
る
声
明
を
発
し
た
。
お
そ
ら
く
、
ウ
ィ
ロ
ビ
！
と
吉
田
が
画
策
し
た
国
際
連
合
へ
の
提
起
よ
り
も
、
ま
ず
は
ホ
ジ
ソ

スターリンの日本人送還政策と日本の冷戦への道（三・完）

ン
の
提
案
を
採
用
す
べ
き
だ
と
す
る
判
断
が
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
政
府
は
ホ
ジ
ソ
ン
提
案

に
従
っ
て
、
三

O
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
駐
在
の
ソ
連
大
使
に
覚
書
を
送
っ
た
。
そ
れ
は
、
五
月
二

O
日
に
ソ
連
政
府
が
発
表
し
た
抑
留

中
の
「
日
本
人
捕
虜
」
に
つ
い
て
の
数
字
と
「
日
本
政
府
に
よ
っ
て
記
録
整
理
さ
れ
た
数
字
」
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
議
離
す
る
の

で
、
こ
の
件
を
解
決
す
る
た
め
に
適
し
た
国
際
的
機
関
を
指
定
す
る
こ
と
に
ソ
連
政
府
が
同
意
す
る
よ
う
勧
め
る
（
ロ
認
。
）
と
い
う

内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
チ
ソ
ン
は
覚
書
送
付
の
件
を
三

O
日
に
シ
l
ボ
ル
ト
に
伝
え
た
際
に
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
も
同
様
の
申

し
出
を
ロ
ン
ド
ン
駐
在
の
ソ
連
大
使
に
行
う
よ
う
要
請
し
て
い
る
と
書
き
、
さ
ら
に
上
記
の
覚
書
の
発
表
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て

（的）

意
見
を
求
め
た
。

シ
l
ボ
ル
ト
が
こ
の
覚
書
の
発
表
に
選
ん
だ
場
所
は
、
翌
一
九
五

O
年
一
月
四
日
に
聞
か
れ
た
対
日
理
事
会
特
別
会
議
（
第
一

O

（河）

四
回
）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
ソ
連
代
表
は
、
こ
の
件
を
対
日
理
事
会
で
取
り
上
げ
る
の
は
不
当
だ
と
抗
議
し
て
退
場
し
た
。
し
か

し
、
も
は
や
シ

l
ボ
ル
ト
と
ホ
ジ
ソ
ン
は
追
及
を
止
め
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
一
八
日
に
第
一

O
五
回
対
日
理
事
会
を
開
催
し
、
日
本

人
抑
留
者
の
引
揚
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
ソ
連
代
表
は
こ
の
日
も
抗
議
し
て
退
場
し
た
。
こ
の
後
、
ホ
ジ
ソ
ン
は
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は
五
日
に
キ
ャ
ン
ベ
ラ
に
駐
在
す
る
ソ
連
大
使
に
ア
メ
リ
カ
政
府
と
同
様
の
「
日
本
人
捕
虜
送
還
」
に
関
す
る
覚

書
を
送
付
し
た
と
発
表
し
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
今
後
対
日
理
事
会
が
こ
の
問
題
を
継
続
審
議
す
る
よ
う
提
案
し
、
さ
ら
に
国
際
赤
十

字
に
は
日
本
人
倖
虜
の
抑
留
状
況
に
つ
い
て
調
査
す
る
権
限
が
あ
る
の
で
、
対
日
理
事
会
は
調
査
を
促
進
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置

を
と
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
シ
l
ボ
ル
ト
が
同
調
し
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
先
に
行
っ
た
申
し
入
れ
に
対
し
て
ソ
連
側
は
何

一
八
日
に
ナ
ホ
ト
カ
か
ら
二
五

O
O名
の
「
日
本
人
倖
虜
」
を
送
還
す
る
の
で
船

も
回
答
を
寄
こ
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
、

を
送
る
よ
う
要
請
し
て
き
た
と
説
明
し
た
。
シ
l
ボ
ル
ト
は
、
こ
れ
は
前
年
の
ソ
連
の
対
応
と
異
な
る
も
の
だ
と
皮
肉
り
、

ソ
連
非
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（

n）
 

難
の
姿
勢
を
取
り
続
け
た
。

他
方
で
、
ソ
連
指
導
部
も
こ
の
問
題
で
譲
歩
す
る
姿
勢
を
ま
っ
た
く
見
せ
な
か
っ
た
。
前
年
の
二
一
月
一
六
日
か
ら
毛
沢
東
と
の

会
談
を
続
け
て
い
た
ス
タ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
、
こ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
問
題
は
些
事
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
彼
は
毛
沢

東
に
対
し
て
日
本
は
ま
だ
戦
争
が
で
き
る
状
態
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
も
戦
争
を
恐
れ
て
い
る
と
す
る
認
識
を
示
し
た
。
明
ら
か
に

（
花
）

彼
は
、
金
日
成
の
武
力
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統
一
の
動
き
を
支
援
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
の
抑
留
問
題
で
彼

が
と
っ
た
行
動
も
、
ア
メ
リ
カ
と
の
緊
張
状
態
を
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
一
月
コ
二
日
に
対
日
理
事
会
ソ
連
代
表
を

通
じ
て
、
ソ
連
側
は
シ
l
ボ
ル
ト
に
日
本
人
の
抑
留
問
題
は
対
日
理
事
会
の
権
限
外
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
が
日
程
に
上
が
る
限

（
花
）

り
ソ
連
代
表
は
参
加
し
な
い
と
通
告
し
た
。
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さ
ら
に
二
月
一
日
に
は
パ
ニ
ュ

l
シ
キ
ン
が
ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
と
の
会
談
後
に
記
者
会
見
を
し
、

ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
で
行
わ
れ
て

い
た
日
本
軍
の
細
菌
部
隊
に
対
す
る
軍
事
裁
判
に
関
連
し
、

望
す
る
と
表
明
し
た
。
こ
の
動
き
に
つ
い
て
『
朝
日
新
聞
』
は
、 ソ

連
政
府
は
天
皇
を
戦
犯
と
し
て
極
東
軍
事
裁
判
に
付
す
る
こ
と
を
希

ソ
連
側
は
「
日
本
人
捕
虜
を
送
還
せ
よ
と
の
マ
ッ
ク
ア
l
サ
l
元

帥
お
よ
び
米
政
府
の
強
硬
な
対
ソ
要
求
に
対
し
て
も
つ
日
本
人
の
注
意
を
そ
ら
せ
る
」
こ
と
と
、
ア
メ
リ
カ
が
天
皇
を
守
る
姿
勢
を

と
る
よ
う
に
追
い
込
み
、
そ
れ
を
「
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
反
米
宣
伝
に
利
用
す
る
」
つ
も
り
だ
と
ワ
シ
ン
ト
ン
の
外
交
筋
は
理
解

（
町
内
）

し
て
い
る
と
伝
え
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
解
説
は
正
確
に
ソ
連
側
の
意
図
を
捉
え
て
い
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
吉
田
政
権
が
外
交
面
で

既
に
反
ソ
姿
勢
を
固
め
て
い
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
取
っ
て
も
ソ
連
と
し
て
何
も
失
う
も
の
は
な
い
と
判
断
し
た
も
の
と
思

（
花
）

わ
れ
る
。

抑
留
問
題
で
の
西
側
諸
国
と
ソ
連
と
の
全
面
的
な
対
決
状
態
は
、
四
月
二
二
日
の
タ
ス
報
道
に
よ
っ
て
さ
ら
に
進
行
し
た
。
こ
こ

で
ソ
連
側
は
ま
た
も
や
新
聞
報
道
を
通
じ
て
、
前
年
五
月
二

O
日
に
ソ
連
閣
僚
会
議
捕
虜
担
当
全
権
局
が
発
表
し
た
「
日
本
人
捕

虜
」
の
本
国
送
還
の
作
業
が
完
了
し
た
と
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
集
大
成
と
し
て
、
戦
犯
と
し
て
取
り
調
べ
を
受
け
て
い



る
者
は
一
四
八
七
人
で
あ
り
、
そ
の
他
に
治
療
中
の
者
が
九
人
、
中
国
人
民
に
対
し
て
重
大
な
犯
罪
を
行
い
、
中
華
人
民
共
和
国
に

引
き
渡
さ
れ
た
者
が
九
七
一
人
い
る
と
し
、
結
局
ソ
連
側
は
七
万
八
八

O
人
を
戦
場
で
直
接
釈
放
し
、
五
一
万
四
O
九
人
を
日
本
の

（河）

降
伏
以
降
に
本
国
送
還
し
た
と
説
明
し
た
。
こ
こ
で
も
ソ
連
側
は
、
抑
留
中
に
死
亡
し
た
日
本
人
に
つ
い
て
一
言
も
述
べ
な
か
っ
た
。

ま
た
抑
留
が
一
般
民
間
人
を
も
含
ん
で
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
何
も
語
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ソ
連
側
は
、
最
早
こ
の
間

（円）

題
で
日
米
両
国
の
政
府
が
問
題
を
提
起
し
て
も
答
え
る
つ
も
り
は
な
い
と
い
う
姿
勢
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

吉
田
は
こ
れ
に
対
し
て
談
話
を
作
成
し
た
。
そ
れ
は
「
タ
ス
の
通
信
の
発
表
に
接
し
政
府
は
国
民
と
と
も
に
驚
博
し
納
得
致
し
か

スターリンの日本人送還政策と日本の冷戦への道（三・完）

ね
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
留
守
家
族
の
人
達
も
さ
だ
め
し
心
を
痛
め
て
い
ら
れ
る
こ
と
と
察
し
同
情
に
堪
え
な
い
次
第
で
あ
る
」
と
切

り
出
し
、
「
ソ
連
地
域
及
び
中
華
民
国
に
未
だ
相
当
多
数
の
日
本
人
が
残
留
し
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
の
で
、
之
が
速
や
か
な
る

送
還
を
実
現
さ
れ
た
い
」
、
ま
た
「
ソ
連
領
土
内
抑
留
中
の
死
亡
者
の
氏
名
を
通
告
さ
れ
た
い
」
と
連
合
国
総
司
令
部
に
対
し
要
請

（沌）

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
談
話
は
、
発
表
す
る
前
に
ウ
ィ
ロ
ビ

l
の
了
解
を
求
め
て
い
た
。
案
文
を
見
た
彼
は
「

2
ミ
m
g企

と
評
価
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
事
実
を
伝
え
る
外
務
省
内
で
作
成
さ
れ
た
文
書
は
、
こ
の
時
の
打
ち
合
わ
せ
の
後

に
ウ
ィ
ロ
ビ

l
は
、
先
に
総
司
令
部
で
作
成
し
た
「
ソ
連
倖
虜
収
容
所
に
於
け
る
日
本
人
倖
虜
の
生
死
に
関
す
る
特
別
報
岳
を
和

訳
し
て
、
「
大
々
的
に
宣
伝
し
て
も
ら
い
た
い
。
こ
の
宣
伝
弘
報
方
に
つ
い
て
総
司
令
部
は
全
面
的
に
援
助
す
る
。
資
金
面
に
も
百

（加）

万
弗
を
単
位
と
す
る
位
に
援
助
し
よ
う
」
と
表
明
し
た
「
趣
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
た
。
抑
留
問
題
を
め
ぐ
る
吉
田
と
ウ
ィ
ロ
ビ
ー

の
関
係
は
き
わ
め
て
緊
密
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

国
会
で
も
、
お
そ
ら
く
は
吉
田
自
身
の
強
い
指
導
力
の
下
に
、
衆
議
院
が
五
月
二
日
に
未
帰
還
同
胞
の
引
揚
促
進
と
「
実
体
調
査

等
」
を
国
際
連
合
に
求
め
る
決
議
を
採
択
し
た
。
そ
れ
は
「
連
合
国
最
高
司
令
官
に
対
し
国
際
連
合
を
通
じ
て
世
界
の
正
義
と
世
論

に
訴
え
本
件
の
速
や
か
な
る
解
決
の
た
め
あ
ら
ゆ
る
援
助
を
与
え
ら
れ
ん
こ
と
を
懇
請
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、

も
は
や
ソ
連
を
名
指
し
で
批
判
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
姿
勢
は
微
塵
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
共
産
党
は
強
硬
に
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（剖）

反
対
し
た
。
し
か
し
、
衆
議
院
本
会
議
は
多
数
に
よ
っ
て
こ
れ
を
採
択
し
た
。
こ
の
決
議
の
採
択
は
、
占
領
下
の
日
本
が
ス
タ
ー
リ

ン
の
ソ
連
と
正
面
か
ら
対
決
す
る
路
線
を
選
択
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
日
米
安
保
条
約
の
裏
面
を
な
す
対
ソ
政
策
が
、

26 

こ
こ
に
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
こ
の
要
請
は
足
踏
み
し
た
が
、
二
一
月
に
な
っ
て
国
際
連
合
総
会
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ

ス
な
ど
の
要
求
で
ソ
連
に
囚
わ
れ
て
い
る
捕
虜
の
帰
国
を
要
求
す
る
決
議
案
を
採
択
し
た
。
し
か
し
、
国
際
連
合
に
設
置
さ
れ
た
調

査
委
員
会
は
ソ
連
の
抵
抗
に
あ
っ
て
、
何
の
成
果
も
挙
げ
な
か
っ
た
。

三五
日ロ

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
広
島
、
長
崎
へ
の
原
爆
投
与
と
ソ
連
軍
の
参
戦
に
衝
撃
を
受
け
て
敗
戦
を
認
め
た
時
か
ら
始

ま
る
。
こ
の
後
、
連
合
国
に
よ
る
占
領
と
い
う
事
態
の
中
で
、
日
本
政
府
は
戦
後
処
理
の
一
環
と
し
て
海
外
に
い
る
日
本
人
を
帰
国

さ
せ
る
と
い
う
事
業
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
占
領
の
中
心
勢
力
と
な
っ
た
マ
ッ
カ

l
サ
l
は
こ
の
事
業
を
全
面
的
に
支

援
し
た
。
し
か
し
対
照
的
に
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
樺
太
、
千
島
列
島
、
北
朝
鮮
、
そ
し
て
中
国
領
土
内
に
い
た
日
本
人
を
拘
留
し
、
そ

の
一
部
を
ソ
連
へ
連
行
す
る
こ
と
を
命
じ
た
た
め
に
、
日
本
政
府
は
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
に
依
拠
し
て
、
彼
ら
の
帰
還
を
目

戦
後
の
日
本
は
、

指
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
九
四
六
年
二
一
月
に
マ
ッ
カ

l
サ
l
司
令
部
と
ソ
連
と
の
聞
に
締
結
さ
れ
た
協
定
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
彼
ら
の
日
本
へ
の
送

還
が
始
ま
っ
た
が
、
敗
戦
時
に
こ
れ
ら
の
地
域
に
生
き
て
い
た
日
本
人
の
総
数
が
不
確
か
で
あ
っ
た
た
め
に
、
ど
れ
だ
け
の
日
本
人

が
ソ
連
の
支
配
下
に
残
り
続
け
た
の
か
、
正
確
に
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
一
般
に
「
シ
ベ
リ
ア
抑
留
」
と
い
う
言
葉
が
合
意

ア
メ
リ
カ
が
準
備
し
た
帰
還
船
を
利
用
し
た
の
は
日
本
帝
国
の
軍
隊
に
属
し
て
い
た
人
々
だ
け
で
は
な
か

す
る
も
の
と
異
な
っ
て
、



一
般
民
間
人
も
、
こ
れ
ら
の
船
に
よ
っ
て
日
本
に
送
還
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ソ
連
側
は
抑
留
し
た
日
本
人
の
総
数
に
つ
い
て

故
意
に
沈
黙
を
続
け
、
自
国
に
残
る
日
本
人
が
少
な
く
な
っ
た
時
点
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
姿
勢
を
見
せ

た
。
し
か
し
、
数
度
に
わ
た
る
ソ
連
側
発
表
は
、
彼
ら
が
送
還
す
る
人
々
の
中
に
加
え
て
い
た
日
本
人
民
間
人
に
つ
い
て
何
も
述
べ

て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
日
本
に
帰
国
し
た
人
々
に
つ
い
て
詳
細
な
資
料
を
作
成
し
て
い
た
日
本
政
府
の
担
当
官
も
、
最
終
的
に

ど
れ
ほ
ど
の
人
数
が
ソ
連
領
に
残
さ
れ
て
い
る
の
か
、
正
確
に
つ
か
め
な
か
っ
た
。

し
か
も
、
こ
の
問
題
は
次
第
に
冷
戦
状
況
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
。
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
と
っ
て
こ
の
間

っ
た
。

スターリンの日本人送還政策と日本の冷戦への道（三・完）

題
は
人
道
的
な
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
を
ソ
連
（
共
産
党
）
の
影
響
か
ら
「
守
る
」
た
め
の
政
治
的
問
題
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
ソ
連
残
留
日
本
人
の
で
き
る
だ
け
正
確
な
人
数
を
探
し
求
め
た
復
員
局
や
外
務
省
の
担
当
者
は
、
ソ
連
ば
か

り
か
、
ア
メ
リ
カ
政
府
と
も
困
難
な
折
衝
を
続
け
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
置
か
れ
た
。
当
然
、
こ
の
時
期
の
大
半
に
お
い
て
外
交
の

中
心
に
位
置
し
た
吉
田
茂
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
対
応
は
、
非
常
に
微
妙
で
あ
っ
た
。
彼
は
米
ソ
対
立
が
進
む
状
況
の
中
で
、
ソ
連

に
残
留
す
る
日
本
人
を
帰
還
さ
せ
る
課
題
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
側
の
史
料
を
十
分
に
利
用
し
た
と
は
言

え
な
い
が
、
管
見
の
限
り
で
は
、
彼
は
次
第
に
冷
戦
状
況
の
中
で
日
本
の
外
交
を
組
み
立
て
る
と
い
う
課
題
を
重
視
し
て
い
っ
た
よ

う
に
見
え
る
。
よ
り
直
裁
に
言
え
ば
、
彼
は
次
第
に
マ
ッ
カ

l
サ
l
司
令
部
の
中
で
も
反
ソ
的
な
諜
報
担
当
者
と
気
脈
を
通
じ
る
よ

う
に
な
っ
た
か
に
見
え
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
こ
そ
が
日
本
に
と
っ
て
最
良
の
選
択
だ
と
政
治
的
に
判
断
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

国
土
の
一
部
を
米
軍
の
基
地
と
し
て
提
供
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
安
全
を
確
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
究
極
の
判
断
が
、

日
本
人
本
国
送
還
の
問
題
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
彼
は
将
来
の
対
ソ
関
係
を
考
え
て
日
米
同
盟
を
選

択
す
る
以
前
に
、
現
在
の
抑
留
と
い
う
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
対
米
依
存
を
選
択
す
る
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
日
本
国
民
の
大
半
は
、
領
土
問
題
で
は
な
く
、
冷
戦
下
の
抑
留
と
そ
の
帰
還
の
状
況
を
見
て
、
極
度
に
片
務
的
な
一

九
五
一
年
の
日
米
安
保
条
約
を
求
め
た
吉
田
の
選
択
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
然
的
に
強
い
反
ソ
姿
勢
を
基
礎
と
す
る
も
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H
Q
/
F
a
r
 Eastern C

o
m
m
a
n
d
,
 Public Informa-

tion Section, 10 M
a
y
 1950, S

u
b
s
t
a
n
c
e
 of R

e
m
a
r
k
s
 b
y
 the H

o
n
o
r
a
b
l
e
 William J. 

Sebald, A
n
n
e
x
 1, 

G
H
Q
/
S
C
A
P
 

Diplomatic Section, T
o
k
y
o
,
 April 29, 1950. 

（ト）
E.L.Katasonova, op.cit., pp.152-153.

緊
揺
’

1111111~ 1111m・<' －－；~。

(
 

oo) 
Ibid, p.153.

常
揺
’

1
 111§1

て
－
－
；
~

0
 
~
￥
－
！
，
.
＿
）
括
判
古
都
宮
~
o

(
 
~
）
 

A.A.Danilov, A
.
V
.
P
y
z
h
i
k
o
v
,
 R
o
z
h
d
e
n
i
e
 sverkhderzhavy, M

o
s
k
v
a
,
 2001, p.89. 

（
~
）
 

M
.
M
.
Z
a
g
o
r
y
l’ko, ed., V

o
e
n
n
o
p
l
e
n
n
y
e
 v

 SS
S
R
,
 1939-1956, vol.4, p.940. 

tJ Q
盤
機
4
~
~
E

単
眼

巴
当

日
約
£
ν

エ
ぷ
ポ
エ
込
’
，
同
署
管
制
e
モト

.!l'"
1

 1m::1 
1111 III：！，：：：~歪総押や

0
0

1
 -\-J-1(n)tl申

-1f!II質
的
士
鮮
や

~.l.J
；
二
小

l苦
情
込
崎

i-0~\0
’

11m::*.l.J
輯

｛~\0"'1.lt-0° 
Ibid, p.937. 

（＝） 
根

会
第

I"-
士
三
聴
率
先

JI時
杓
恥

.!l'"
h
刑
E
韓
基
相
橋
台

1
1

 
m:: .!l

「
1
~
§
1
~
社
モ
ト
ピ
4日
制

.!l-1f＠
邦
！
日
型
炉

i-0巡
脱
会

1，.＿）~
J

.l.J
制
E
エ
ド

（

HTgosh叩コ網N∞ぽ握許制～’
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い
る
。
〈
・
同
mw
弓
。
F
。司・の伊丹－
w

唱－
N
a
p
邦
訳
、
三

O
七
ペ
ー
ジ
。

（
ロ
）
司
君
仏
P

N

O

冨
m
E
L定申・司・
N
・

（
日
）
正
確
に
は
、
「
シ
ベ
リ
ヤ
」
三
二
万
四
六
O
七
人
、
「
四
島
か
ら
太
」
八
万
四
二
二
六
人
、
「
満
洲
」
六
万
コ
二
六
人
、
合
計
四
六
万

九
O
五
九
人
と
さ
れ
て
い
た
。
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
斗
l
H
I
N－

H
、
「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
関
係
一
件
（
中
共
地
区
を
含
む
）
」
、

「
極
秘
、
未
引
揚
数
に
関
す
る
件
」
（
N
D
恐
ら
く
一
九
四
九
年
一
一
月
末
頃
に
、
外
務
省
管
理
局
内
で
作
成
さ
れ
た
も
の
）
。

（H
）
『
官
報
』
（
昭
和
二
四
年
五
月
一
一
一
日
）
、
第
五
回
国
会
、
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
一
一
号
、
一

1
二
ペ
ー
ジ
。

（
日
）
呂
志

g
d
B
2・
冨
ミ
N
N
L旨
p
u・
ゲ
何
回
昂
包
m
呂
町
自
己
目
。
口
当
F
O
B
与
。

gz。
zoo－c
c
c
司
（
）
君
ぱ
、
『
読
売
新
聞
』
昭
和
二

二
年
五
月
二
二
日
、
一
面
。
「
ソ
連
・
責
任
な
し
」
。

（
日
）
『
官
報
』
号
外
（
昭
和
二
四
年
五
月
一
一
一
一
日
）
、
衆
議
院
会
議
録
第
三
五
号
、
ソ
連
よ
り
の
引
揚
問
題
に
関
す
る
中
山
君
の
緊
急
質
問
、

八
七
四
ペ
ー
ジ
。

（
口
）
「
官
報
」
号
外
（
昭
和
二
四
年
五
月
二
三
日
）
、
参
議
院
会
議
録
第
三
一
号
、
ソ
連
当
局
の
残
留
者
総
数
の
発
表
に
関
す
る
緊
急
質
問
、

七
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
路
）
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
叶
l
H
I
N－

H
、
「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
関
係
一
件
（
中
共
地
区
を
含
む
）
」
、
「
引
揚
の
統
計
に
関
す
る

件
、
（
倭
島
局
長
用
）
」
（
二
四
、
一

O
、
七
）
と
題
す
る
極
秘
メ
モ
の
八
j
九
ペ
ー
ジ
参
照
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
総
司
令
部
発
表
の
形
式

と
基
本
数
は
変
化
し
た
が
、
昭
和
二
一
年
一

O
月
一
五
日
よ
り
、
満
州
二
ニ

O
万
九
0
0
0
人
、
ロ
シ
ア
地
区
と
し
て
、
北
朝
鮮
二
六
万

七
七
一
八
人
、
千
島
四
万
三
三
四
五
人
、
サ
ハ
リ
ン
四
四
万
九
0
0
0
人
、
シ
ベ
リ
ア
七
O
万
人
と
し
て
、
常
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
あ
る
。
（
以
下
こ
の
文
書
は
「
引
揚
の
統
計
に
関
す
る
件
、
（
倭
島
局
長
用
）
」
と
記
し
、
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
こ
と
に
す
る
）
。

（
問
）
『
読
売
新
聞
』
昭
和
二
四
年
五
月
二
七
日
号
一
面
。
「
日
本
の
数
字
正
確
」
。

（
加
）
『
第
五
回
国
会
、
衆
議
院
海
外
同
胞
引
揚
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
九
号
』
（
昭
和
二
四
年
五
月
三

O
日
）
、
倭
島
批
判
は
四
ペ

ー
ジ
、
引
用
し
た
横
田
発
言
は
七
ペ
ー
ジ
。

（
幻
）
総
司
令
部
の
計
算
が
、
そ
も
そ
も
は
こ
の
重
光
書
簡
と
、
昭
和
一
一
一
年
二
月
二
二
日
付
で
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
が
総
司
令
部
に
送

っ
た
書
簡
を
基
本
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
以
下
に
お
い
て
倭
島
管
理
局
長
も
“
認
め
て
い
る
。
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
叶
l
H
I
N－

H
、

「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
関
係
一
件
（
中
共
地
区
を
含
む
）
」
、
「
引
揚
の
統
計
に
関
す
る
件
、
倭
島
局
長
用
」
（
二
四
、
一

O
、
七
）
、
二

1
四

29 



法学研究82巻11号（2009:11) 

ペ
ー
ジ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
質
問
は
日
本
政
府
批
判
と
し
て
最
も
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
沼
）
同
右
、
「
ソ
連
地
区
引
揚
に
つ
い
て
」
（
四
九
・
五
・
二
八
）
。

（
お
）
同
右
、
「
極
秘
、
未
引
揚
数
に
関
す
る
件
」
。
こ
の
文
書
に
関
す
る
註
（
ロ
）
も
参
照
。

（M
）
同
右
、
山
川
「
引
揚
に
関
す
る
『
ソ
』
連
発
表
以
後
の
経
緯
概
要
報
告
」
昭
和
二
四
年
五
月
二
六
日
。

（
お
）
同
右
、
山
川
「
「
ソ
」
連
地
区
引
揚
統
計
会
議
の
件
」
。
表
題
に
「
二
四
・
五
・
二

O
頃
？
」
と
あ
る
。
こ
の
メ
モ
に
つ
い
て
は
、
同

じ
綴
り
に
あ
る
「
引
揚
に
関
す
る
『
ソ
』
連
発
表
以
後
の
経
緯
概
要
報
告
（
国
会
関
係
を
除
く
）
」
と
題
す
る
日
記
風
の
文
書
の
記
述
に

基
づ
き
、
日
付
を
特
定
し
た
。
な
お
、
こ
こ
に
あ
る
「
満
洲
、
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
動
態
表
」
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
お
）
同
右
、
山
川
「
ソ
連
地
区
関
係
数
字
取
扱
い
に
関
す
る
会
議
」
二
四
年
六
月
一
日
。
こ
の
日
の
会
議
で
は
「
総
司
令
部
が
最
悪
の
場

合
に
数
字
に
関
す
る
全
て
の
責
任
を
日
本
側
に
転
嫁
す
る
可
能
性
も
あ
る
か
ら
、
数
字
に
関
す
る
決
定
的
な
態
度
に
つ
い
て
、
援
護
庁
長

官
、
次
長
、
管
理
局
長
等
が
G
3
と
談
合
し
て
両
者
の
意
見
の
一
致
を
図
り
、
か
つ
出
来
得
れ
ば
G
H
Qよ
り
渉
外
局
を
通
じ
て
本
件
に

関
す
る
G
H
Q
の
見
解
を
弘
く
国
民
に
公
表
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
方
が
よ
い
と
の
結
論
と
な
っ
た
」
。
ま
た
同
じ
文
書
綴
り
に
あ
る

「
極
秘
、
未
引
揚
数
に
関
す
る
件
」
（
N
D

一
九
五

O
？
）
も
利
用
し
た
。

（
幻
）
『
読
売
新
聞
』
昭
和
二
四
年
五
月
二
八
日
号
一
面
。
「
マ
元
帥
日
本
政
府
支
持
、
首
相
、
残
留
邦
人
問
題
で
訪
問
、

（
お
）
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
斗
1HIN－

H、
「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
関
係
一
件
（
中
共
地
区
を
含
む
と
、
「
ソ
連
地
区
引
揚
に
つ
い

て
」
（
四
九
・
五
・
二
八
）
。

（
却
）
「
読
売
新
聞
』
昭
和
二
四
年
六
月
二
日
号
一
面
、
「
首
相
抱
負
を
語
る
」
。
活
字
が
読
め
な
い
と
こ
ろ
は
、
ミ

ehvss還
S
L
E
5
N・

5
h
p
u
b－
NWEH，
a
m伊
丹
芯
ロ
円
。
宏
司
自
ロ
ω件。
ισ
可
ペ
g
E島
問

ωω
。町一Z。・

H
喝さ
E
O
S
3
に
あ
る
吉
田
の
回
答
で
補
っ
た
。

（初）

E
E
L
S
O
N－
H
2
P
H》

－

Y
E
ω
n
k
F司
自
ロ
。
5
2
ω
出
向
ロ
お
ω
。
ロ
司
君
ぱ
ョ

（
担
）
註
（
M
）
で
引
用
し
た
文
書
に
続
く
形
で
綴
じ
ら
れ
た
、
「
六
月
六
日
」
と
あ
る
メ
モ
。

（
辺
）
河
内
目
。
邑
ω
え
匂
宍
u

・
2
ユg
∞
・
河
内
必
州
民
丘
町
民
吉
ロ
一
明
，
B
B
∞。
i
z
d
E。
P
の
国
c
h
R
開
何
百
件
。
自
の
。
B
B
S内ゲ同
MCE片岡ロ向。円
H
U
m－

z。
ロ
彩
。
昨
日
。
P
忌
冨
ミ

sm0・∞ロ
σ忠
告
の
ゆ
。
同
一
問
。
B
R
E
σ
可
任
命
回
。
ロ
。
s
z
o
d司
自
E
B
』・

F
E
E－
krロ
5M円
ゲ
の
図
。
＼
ω（
UKFHM

ロ
苦

Z
B
m
E片
∞
0
2
Z
P
J
「。－q
P
K
F
H
｝ユ】
N
P
H匂
印

0
・

（
お
）
司
河
口
ωwH也
hpmY
〈

O戸、戸吋，
FOM吋州再開
mwω
仲
間
出
回
己

krc鬼
門

mwE巴
P
H出
2
N－
EYJミ】’
lJ可叶
N・

30 
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（
担
）
「
引
揚
の
統
計
に
関
す
る
件
、
（
倭
島
局
長
用
）
」
、
一
二

1
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
お
）
同
右
、
一
五

1
一
一
一
ペ
ー
ジ
。
及
び
、
こ
れ
に
付
さ
れ
た
別
添
四
、
別
添
五
を
参
照
し
た
。

（
お
）
同
右
、
前
掲
「
極
秘
、
未
引
揚
数
に
関
す
る
件
」
。

（
幻
）
同
右
、
管
理
局
引
揚
渡
航
課
「
本
年
度
の
引
揚
状
況
概
観
」
（
一
九
四
九
、
一
二
、
二
二
？
）
の
附
録
一
に
よ
る
。

（
お
）
〈
・
同
ω弓
o
d
J

。唱－

a
f
u唱－
N
g
I
N
S
・
邦
訳
、
三

O
九
ペ
ー
ジ
。
こ
こ
で
も
カ
ル
ポ
フ
は
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
六
月

一
O
日
に
閣
僚
会
議
決
定
が
採
択
さ
れ
た
事
実
は
以
下
の
文
献
で
も
確
認
で
き
る
。
冨
・
冨
・
N
m
w
向。

2
－ww
p
a－－〈。。ロロ。
1
8ロ
ヨ
〈

∞
∞
∞
】
戸
司
・
∞
匂
h
p

・

（
ぬ
）
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
斗
l
H
I
N－

H
、
「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
関
係
一
件
（
中
共
地
区
を
含
む
こ
、
管
理
局
引
揚
渡
航
課

「
本
年
度
の
引
揚
状
況
概
観
」
（
一
九
四
九
、
一
二
、
二
ニ
？
）
附
録
三
。
こ
れ
に
対
し
カ
ル
ポ
フ
は
、
一
九
四
九
年
一
二
月
コ
二
日
付
の

ゴ
リ
コ
フ
本
国
送
還
局
長
か
ら
モ
ロ
ト
フ
宛
の
書
簡
で
は
、
送
還
者
数
は
九
万
三
八
五
八
人
と
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
に
も

典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
〈
・
阿
ハ
岱
円
H
E
F
。唱・立件－－
U
－N
H・
邦
訳
、
三
一
四
ペ
ー
ジ
。

（
却
）
同
右
、
内
斗
l
H
I
N
I
呂
、
「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
者
の
動
向
」
。
京
都
連
絡
調
整
事
務
局
長
成
田
勝
四
郎
か
ら
外
務
大
臣
宛
「
引
揚
再

開
第
一
回
帰
還
者
状
況
に
関
す
る
件
」
（
昭
和
二
四
年
六
月
二
九
日
）
。

（
但
）
引
揚
援
護
庁
編
『
引
揚
援
護
の
記
録
』
（
東
京
、
一
九
五

O
）
資
料
編
、
五
八
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
こ
う
し
た
ソ
連
寄
り
の
態
度
を
と

っ
た
の
は
、
軍
人
（
兵
士
及
び
将
校
）
と
し
て
抑
留
さ
れ
た
者
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
ソ
連
支
配
地
域
か
ら
送
還

さ
れ
て
き
た
日
本
人
一
般
市
民
は
、
こ
れ
と
は
異
な
り
、
ソ
連
に
対
し
て
か
な
り
悪
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
帰
国
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
以
下
を
参
照
。
。
。
巳

5
2
Z
同
色
H
宮内目。。丹江口
mw
件。品開一
M
a
－－∞。
E
ぽ

B
冨

R
w
a
z
の
g
g司
戸
。
ロ

m
H
E
2
5内
二
）
可
何
回
中

忠
告
ω
＼
2
0
4司
J

問。吋
w
d
B
2
3
』
巳
可
N

J

H
∞
お
・
（
問
。
。
。
三
ω
え
司
開

P
Z
E
g
H問
。
司
巳
江
主
。
号
。
同
』
m
B
5
ω
⑦同
M
O
d
司
ω（叶・
H
H
）・

司
0
5
2
J可
に
収
録
の
切
り
抜
き
記
事
）
。

（
必
）
袖
井
林
二
郎
編
訳
『
吉
田
茂
H

マ
ッ
カ
l
サ
l
往
復
書
簡
集
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二

0
0
0年
）
、
文
書
一
一
一
、
一
一
二
、
一

一
三
（
二
五
九

1
二
六
二
ペ
ー
ジ
）
。

（
必
）
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
斗
l
H
I
N－

H
l
H
、
「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
関
係
一
件
、
引
揚
対
策
及
び
引
揚
者
取
扱
関
係
第
一
巻
」
、

昭
和
二
四
年
七
月
七
日
付
成
田
勝
四
郎
発
外
務
大
臣
宛
「
引
揚
者
並
び
に
出
迎
団
体
の
混
乱
防
止
に
関
す
る
第
一
軍
国
民
事
部
長
覚
書
送
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、lノ
噌

E
4

1
E
ム

付
の
件
」
。

（
伯
）
同
右
、
極
秘
「
ソ
連
引
揚
者
対
策
打
合
会
の
件
」
（
昭
和
二
四
年
八
月
六
日
）
。
及
び
、
極
秘
「
ソ
連
引
揚
者
対
策
に
関
す
る
件
」

（
昭
和
二
四
年
八
月
一

O
日）。

（
必
）
同
右
、
極
秘
「
引
揚
者
の
秩
序
保
持
に
関
す
る
件
」
（
二
四
・
八
・
一

O
）
、
及
び
［
外
務
］
大
臣
発
各
地
方
連
絡
調
整
事
務
局
長
宛

「
引
揚
者
の
秩
序
保
持
に
関
す
る
政
令
の
件
」
（
昭
和
二
四
年
八
月
一
一
一
日
）
。

（
伺
）
同
2
2含
。
同
司
明
。
・

2
巴
g
p
問
。
唱
巳
江
主
。
ロ
ω。
こ
8
8
2
0
句
。
者
ω
（斗・
H
H
）
同
。
5
2
H
d
m∞同
l開
g
g
g
開ロ円。司

0・
d
m∞同

同，

S
ロ
ω自芹件。
3
・。』可。円
ωoghw
司
mw円一開
mwω
件。『ロ

ω
2
tの
0

・k
r
g
m
－N
F

H

匂品川町・

（幻）

kr
・冨－
F
色
。
a
w
F
同・
kp
・冨即
g
i
g
－S
F
〈・

ω・
冨
冨
ω巳
w。
F
志
向
日
よ
河
口

g

－gl
E
s
z
w
－o。
言
。
ω
F
g
E
m
d可
阿
凶
S
W
0
・
E
S
P

－s・N
（冨・・
N
c
o
g

・

ew・ロ。・お
N
・匂・

8
・
以
下
こ
の
資
料
集
は
同
l
問
。
と
表
記
し
、
巻
数
、
文
書
番
号
と
ペ
ー
ジ
数
の
み
記
す
。

（
必
）
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
書
記
局
指
令
三
四
七
号
（
三
月
二

O
日
）
。
和
田
春
樹
『
歴
史
と
し
て
の
野
坂
参
一
二
』
（
平
凡
社
、
一
九
九

六
）
、
二
一
五
ペ
ー
ジ
。
こ
れ
は
ソ
連
共
産
党
文
書
を
保
管
す
る
モ
ス
ク
ワ
の
歴
史
史
料
館
に
残
る
日
本
共
産
党
の
文
書
で
あ
る
。
た
だ

し
、
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
の
以
下
の
文
書
綴
り
に
含
め
ら
れ
た
指
令
三
四
七
号
は
、
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会
事
務
局
「
ソ
同
盟
帰
還

者
の
受
入
態
勢
を
強
化
せ
よ
」
と
記
さ
れ
、
日
付
も
一
九
四
九
年
四
月
二
日
付
に
な
っ
て
い
る
。
語
句
の
違
い
は
写
し
間
違
い
と
み
な
せ

る
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
内
斗
l
H
I
N－

5
、
「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
者
の
動
向
」
。

（
刊
）
同
l
問
。
W

E

E

P

－g－N
W

品。
w・ロ。・
AF
斗∞・

2
》・
H
N
∞l
H
ω
N
・

（印）

H
E
P
－品。
w・ロ。・
A
R
E
O
－
ぉ
y
h
p
m
E
N
へお∞・印（）
0

・U
司－

E
∞l
H
a
h
p
H
J
可（）
l
H
斗印・

（
日
）
和
田
春
樹
は
赤
軍
諜
報
部
の
中
で
野
坂
参
三
に
つ
い
て
の
調
書
が
作
成
さ
れ
た
一

O
月
二
九
日
の
時
点
で
、
ソ
連
側
は
「
日
本
共
産

党
に
対
す
る
政
策
を
変
え
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
」
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
帰
還
兵
の
示
威
行
動
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
、

ソ
連
指
導
部
の
対
日
政
策
の
変
化
を
遅
い
時
期
に
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
『
朝
鮮
戦
争
全
史
』
（
岩
波
書
店
、
二

O
O
一
乙
、
七

四
ペ
ー
ジ
。

（
臼
）
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
町
叶
l
H
I
N－

H
l
H
、
「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
関
係
一
件
、
引
揚
対
策
及
び
引
揚
者
取
扱
関
係
第
一
巻
」
、

「
ソ
連
地
区
引
揚
関
係
数
字
に
関
す
る
会
議
の
件
」
（
日
付
は
二
五
？
・
一

0
・
一
二
と
あ
る
が
、
内
容
か
ら
見
て
昭
和
二
四
年
一

O
月一

一
一
日
で
あ
ろ
う
）
。
こ
こ
に
は
、
一

O
月
一
一
日
に
聞
か
れ
た
会
議
の
模
様
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
高
山
復
員
課
長
は
、
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「
未
復
員
届
に
よ
る
ソ
連
地
区
未
帰
還
数
」
は
一
九
四
九
年
五
月
末
時
点
で
約
二
三
万
人
と
見
て
い
た
。
彼
は
こ
の
数
字
を
公
表
す
べ
き

だ
と
主
張
し
た
が
、
外
務
省
倭
島
局
長
は
「
数
字
に
関
す
る
何
ら
か
の
情
報
を
日
本
政
府
か
ら
ひ
き
だ
そ
う
と
す
る
の
が
ソ
連
及
び
共
産

党
の
狙
い
だ
」
と
し
て
、
反
対
し
た
。
高
山
は
こ
の
他
に
も
、
最
新
の
調
査
に
基
づ
く
終
戦
時
の
在
満
兵
力
と
そ
の
中
の
シ
ベ
リ
ア
移
送

兵
力
、
北
朝
鮮
に
い
た
人
員
と
そ
の
中
で
シ
ベ
リ
ア
に
移
送
さ
れ
た
人
員
の
数
な
ど
を
詳
報
し
た
。

（
日
）
「
引
揚
の
統
計
に
関
す
る
件
、
（
倭
島
局
長
用
）
」
、
二
一

1
二
五
ペ
ー
ジ
。
及
び
、
別
添
七
の
表
。
な
お
こ
の
と
き
日
本
側
は
、
陸
軍
、

海
軍
、
一
般
市
民
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
抑
留
者
数
を
計
算
し
た
表
と
、
留
守
宅
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
推
定
さ
れ
る
シ
ベ
リ
ア
関
係

残
留
者
数
（
一
九
万
六
九
四
九
人
）
を
マ
ッ
カ
l
サ
l
司
令
部
に
手
交
し
た
。
上
記
別
添
七
は
陸
軍
関
係
の
表
で
あ
る
。

（
日
）
同
右
、
二
六

1
二
九
ペ
ー
ジ
。

（
日
）
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
斗
lHIN－

HlH、
「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
関
係
一
件
、
引
揚
対
策
及
び
引
揚
者
取
扱
関
係
第
一
巻
」
、

「
引
揚
調
査
に
関
す
る
件
」
（
二
四
・
一

0
・
二
一
）
。

（
回
）
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
叶
lHIN－

H、
「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
関
係
一
件
（
中
共
地
区
を
含
む
）
」
、
「
引
揚
問
題
に
関
す
る
ウ

ィ
ロ
ビ
l
少
将
書
信
関
係
」
、
の
8
2包
国

g《

E
5
2
0
3・
司
旬
開
ω阜
の
。
B
B
g【
ゲ
冨
E
S
ミ
H
E
O
E
m
g
S
F
2
－op
の
8
2包

ω
g
R
n・kr・4
司
皆
。
cSσ
可件。

ω
E
m
O
2
4
S
E
e－
立
。
。
件
。

Z
己
主
∞
・

（
貯
）
同
右
、

4
8庄
内
宮
ぎ
の
・

kr・4
司
店
。
cmvvuJ
。
。
件
。
宮
円
一
N
H
H
S匂
・
こ
れ
は
左
肩
に
1
『

vo
の
巳
g
g
F。・叶。
wua
と
記
し
た
用
紙
に

書
か
れ
て
い
る
が
、
差
出
人
の
名
前
は
な
い
。
内
容
か
ら
吉
田
と
判
断
し
た
。

（
回
）
司
河
口
ω・
H匂品川
y

d
。戸、吋・同，
FO
司
自
・
開

mEhwkFgmw件
S
E
a
m－
刷
出
立

N・司・句。∞・

（
印
）
『
第
六
回
国
会
衆
議
院
、
海
外
同
胞
引
揚
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
二
号
』
（
昭
和
二
四
年
一
一
月
一
一
日
）
、
昭
和
二
四
年
一

一
一
月
二
二
日
発
行
、
七
ペ
ー
ジ
。

（
ω）
『
官
報
号
外
』
（
昭
和
二
四
年
二
一
月
一
日
、
参
議
院
会
議
録
第
一
一
一
一
号
）
三

O
九
、
三
一

0
ペ
ー
ジ
。

（
臼
）
同
右
（
昭
和
二
四
年
一
二
月
三
日
、
衆
議
院
会
議
録
第
二
三
号
）
四
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
位
）
『
吉
田
茂
H

マ
ッ
カ

l
サ
l
往
復
書
簡
集
」
、
文
書
二
二
人
（
二
九
二

1
二
九
三
ペ
ー
ジ
）
。
河
内
自
足
含
え
句
史
u

・
8
ュgJア
問
。
冨
E

E
m昨
日
。
ロ
ω
。
ご
州
号

S
2
0
司（）者ω（斗・

HH）・司。
E
2
Y
。
S
2
M
W】
国

g円

E
S
2
0
5
3同開
g
H
O
B
n。
B
B
m
g
p同

MgE片
岡
ロ
向
。
吋
自
己
古
ロ

。
B
8・
5
u
o
g
B
σ
2
5
h
S・
こ
こ
に
は
シ

l
ボ
ル
ト
が
記
者
会
見
で
、
マ
ッ
カ

l
サ
！
と
抑
留
者
の
本
国
送
還
問
題
を
「
何
回
か
、
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長
い
こ
と
話
し
合
っ
た
」
事
実
も
記
さ
れ
て
い
る
。

（
臼
）
冨
・
富
・
N
m
m。
ミ
】
丙
。
－

a－w
〈。。ロロ。
1

0
ロ
ミ
0

4
∞
∞
∞
周
忌
ω由
l
H
u
m
p
司
・
∞
芯
・
こ
れ
は
内
務
省
捕
虜
抑
留
者
管
理
総
局
が
「
日
本

人
捕
虜
」
の
本
国
送
還
の
過
程
に
つ
い
て
ま
と
め
た
調
査
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
を
作
成
し
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
は
資

料
作
成
時
点
（
一
九
四
九
年
二
一
月
二
一
日
）
で
、
内
務
省
の
収
容
所
に
四
五
七
三
人
の
「
日
本
人
捕
虜
」
が
い
る
と
し
て
い
る
。

（似）

H
E
P
－
司
・
也
∞
品
・
た
だ
し
こ
こ
で
は
「
捕
虜
と
抑
留
者
」
一
六
六
四
人
と
さ
れ
て
い
る
。

（侃）

krn』・
H
O
N－

H
N
N
・N
H
U
2
0
5
σ
2
5
A
R
E
－K
F
宮
河
口
島
町

k
r
h
h・U
・

（
ω）
同
E
P
－－者－Hla・

（mw
）
阿
E
p
w
問者・∞
l
H
∞・
5
1
N
h
p
・

（
侃
）
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
吋
l
H
I
N－

H
1
也
、
「
対
日
理
事
会
に
お
け
る
ソ
連
地
区
引
揚
問
題
討
議
関
係
一
件
」
、
の
8

0

5
日

出

g円

E
C
m
1
2
ω

・
同
吋
号
明
m
Z
Z
B
。
。
自
由
自
己
・
同
MazE片
岡
ロ
向
。
司
自
民
吉
ロ
。
同
片
付
P
N
N
U
2
0
日
σσ

門
店
h
R
P

のoロ
2

巳
冨
州
R
K
F
丘町ロ吋

mw？

のOZω
。
。
ロ
ロ
の
口
問
。
。
。
日
目
。
ロ
合
同
宮
ロ
・

（
ω）
司
河
口
ω
w
H匂
串
山

y
d可。戸、ア同，
vo
司
m
－円一明州
W
2
h
r
k
p
ロ
鬼
門
巳
ω巴
P
回
出
同
一
件

N
・司自
y
∞
ω∞ー∞
ω∞・

（
初
）
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
叶
l
H
I
M－

H
l
句
、
「
対
日
理
事
会
に
お
け
る
ソ
連
地
区
引
揚
問
題
討
議
関
係
一
件
、
表
題
な
し
で
、

「
二
五
、
一
、
四
、
引
揚
渡
航
課
」
と
記
さ
れ
た
文
書
。
こ
れ
は
同
日
聞
か
れ
た
対
日
理
事
会
の
模
様
を
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
礼
）
同
右
。
「
第
一

O
五
回
対
日
理
事
会
に
つ
い
て
」
（
一
一
五
、
一
、
一
八
）
。

（
η
）
同
l
同
0
・
Z
E
m－－
S
・M
・品。

w・ロ。・
2hT
司・
N
N
也
・
和
田
春
樹
『
朝
鮮
戦
争
全
史
』
、
八
九

1
九
0
ペ
ー
ジ
も
参
照
。
た
だ
し
和
田
は
、

ス
タ
ー
リ
ン
は
「
中
国
革
命
の
勝
利
に
よ
っ
て
心
底
楽
観
的
に
な
っ
て
」
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

（
ね
）
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
斗
l
H
I
N－

H
l
也
、
「
対
日
理
事
会
に
お
け
る
ソ
連
地
区
引
揚
問
題
討
議
関
係
一
件
」
、
「
第
一

O
六
回

対
日
理
事
会
報
告
の
件
」
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
も
英
連
邦
も
ソ
連
代
表
の
参
加
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
日
本
人
捕
虜
送
還
問
題
」
を
取

り
上
げ
る
姿
勢
を
取
り
続
け
た
。

（
九
）
『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
O
年
二
月
三
日
号
一
面
、
「
天
皇
の
裁
判
を
要
求
」
。

（
万
）
ち
な
み
に
一
九
五
O
年
の
「
初
頭
か
ら
二
月
の
頃
」
に
、
吉
田
は
早
期
講
和
の
背
踏
み
の
た
め
に
側
近
の
池
田
勇
人
蔵
相
を
ワ
シ
ン

ト
ン
に
送
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
四
月
二
五
日
に
池
田
が
日
本
を
発
つ
直
前
に
、
日
本
側
か
ら
基
地
供
与
の
提
案
を
し
て
も
構
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わ
な
い
と
す
る
意
思
表
示
を
ア
メ
リ
カ
側
に
す
る
よ
う
、
指
示
し
た
と
言
わ
れ
る
。
宮
沢
喜
一
『
東
京

l
ワ
シ
ン
ト
ン
の
密
談
」
（
中
公

文
庫
、
一
九
九
九
）
、
四
一
、
四
七
ペ
ー
ジ
。
な
お
同
書
の
原
本
は
一
九
五
六
年
に
公
刊
さ
れ
た
。

（
苅
）
同
M
5
4角

田

P
N
N
M
凶一胃巴
E
L也
印
0
・司・
N
・

（
打
）
こ
の
点
は
、
六
月
に
発
出
さ
れ
た
タ
ス
報
道
で
一
段
と
明
瞭
に
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
官
界
筋
で
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
：
：
：
ソ
連
に
い
た
日
本
人
捕
虜
の
人
数
に
つ
い
て
の
様
々
な
種
類
の
虚
偽
報
道
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
同
M54
・

内
山
州

w
w
m
E
E
H

ロ片山
Y
H也
印
0
・

同

y
N
・

（
沌
）
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
斗
l
H
I
N
－H
、
「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
関
係
一
件
（
中
共
地
区
を
含
む
）
」
、
「
総
理
談
」
。

（
乃
）
こ
の
報
告
は
英
文
と
そ
の
翻
訳
と
と
も
に
、
以
下
に
収
録
さ
れ
て
あ
る
。
日
本
外
交
史
料
館
所
蔵
文
書
、
内
寸
l
H
I
N
－
足
、
「
米
国
極

東
軍
総
司
令
部
参
謀
部
軍
事
情
報
局
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
捕
虜
収
容
所
に
お
け
る
日
本
人
捕
虜
の
生
死
に
関
す
る
特
別
報
告
書
一
件
、

（
初
）
向
上
、
内
斗
l
H
I
N
－H
、
「
ソ
連
地
区
邦
人
引
揚
関
係
一
件
（
中
共
地
区
を
含
む
）
」
、
「
引
揚
完
了
に
関
す
る
タ
ス
通
信
問
題
取
扱
振
り

報
告
」
。

（
剖
）
『
官
報
号
外
』
（
昭
和
二
五
年
五
月
三
日
）
第
七
回
衆
議
院
会
議
録
第
四
七
号
、

スターリンの日本人送還政策と日本の冷戦への道（三・完）

一
三
二
二

1
一
三
二
四
ペ
ー
ジ
。

35 


